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第1章 食物アレルギーの基礎知識

１ 食物アレルギー

 (1)  定義 

    一般的には特定の食物を摂取することによって、 皮膚・ 呼吸器・ 消化器あるいは全身性にア

レルギー反応を生じる疾患 

(2)  頻度

    食物アレルギー有病率： 小学生4. 5％、 中学生4. 7％、 高校生4. 0％ 

（ 平成25年文部科学省調査）  

 (3)  原因 

原因食物は学童期（ 7～17歳） では多岐にわたり、 平成29年即時型食物アレルギー全国モニ

タリング調査（ 消費者庁「 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業」） では、

学齢期の新規発症の原因食物は、果物類、甲殻類、木の実類、小麦、鶏卵の順で多い。また、誤

食の原因食物は、 鶏卵、 牛乳、 落花生、 木の実類、 小麦の順で多い。  

 (4)  症状 

皮膚症状が最も多く 、次いで呼吸器症状、粘膜症状、消化器症状、中にはショ ック症状と多

岐にわたる。

＜部位別に現れる主な食物アレルギーの症状＞ 

 (5)  治療 

管理は、「 正しい診断に基づく 必要最小限の除去」 を行う。  

食物経口負荷試験により診断を正確に行い、 必要最小限の除去を実施する。

    誤食などにより食物アレルギーの症状が出現した場合には、 速やかに適切な対処を行う。  

じんましんなどの軽い症状に対しては抗ヒスタミ ン薬の内服や経過観察により回復すること 

もあるが、ゼーゼー・ 呼吸困難・ 嘔吐・ ショ ックなどの中等症から重症の症状には、アナフィ ラ 

キシーに準じた対処を行う。（「 アナフィ ラキシー」 Ｐ２参照）  

皮  膚 かゆみ、 じんま疹、 発赤、 湿疹 

目 結膜の充血、 かゆみ、 涙、 まぶたの腫れ 

口・ 喉 口の中の違和感、 腫れ、 かゆみ、 イガイガ感 

鼻 く しゃみ、 鼻汁、 鼻づまり 

消 化 器 腹痛、 吐き気、 おう吐、 下痢、 血便 

呼 吸 器 息が苦しい、 咳、 声がれ、 ゼーゼーする、 のどの詰まった感じ 

循 環 器 頻脈、 血圧低下、 蒼白、 手足が冷たい 

全   身 頭痛、 元気がない、 ぐったり、 意識障害 
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(6)  仕組み 

体には、 細菌やウイルスなどの病原体の侵入 

    から体を守る「 免疫」 という働きがある。 この 

免疫が本来無害なはずの食物に過敏に反応し、  

自身を傷つける様々 な症状を引き起こすのが食 

物アレルギーである。  

食物アレルギーは、 原因物質（ 以下、 アレル 

ギー物質） と、 それに対して体内でつく られる 

I gE抗体によって起こる。食物中のたんぱく 質が 

体に吸収されてアレルゲンとなり、体内でI gE抗 

体と結びつく と、 マスト 細胞からヒスタミ ンと 

いう物質が放出されて、 アレルギー症状が誘発 

される。  

(7)  食物アレルギーと間違えやすい主な病気 

何らかの食物摂取に伴って、 アレルギーに近 

い症状を引き起こすことがある。 しかし、 それ 

がI gE抗体など、 免疫反応によるものでなけれ 

ば、 食物アレルギーとはいわない。  

その中には、毒物に対する反応など、誰にでも等しく 起こりえる「 中毒」 と、特定の体質に

伴う「 不耐症」 がある。  

例 病 気 の 特 徴  

食  中  毒 
細菌や化学物質・ 自然毒等の混入が原因で、 下痢やおう吐、 発熱、  

神経まひなどを起こす病気 

乳 糖 不 耐 症 体質的に乳糖を分解できず、 牛乳など乳製品を飲むと下痢を起こす 

食 物 不 耐 症 

(仮性アレルゲン) 

とろろ芋で口の周りがかゆく なる、 鮮度の落ちた青魚でじんま疹が 

出る等、 食物に含まれる化学物質による反応 

２ アナフィ ラキシー

(1) 定義

     アレルギー反応により、 じんましんなどの皮膚症状、 腹痛や嘔吐などの消化器症状、 ゼーゼ

ー、 呼吸困難などの呼吸器症状が、 複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィ ラキシーと

言う。  

その中でも、 血圧が低下して、意識の低下や脱力を来すような場合を、 特に、 アナフィ ラキ 

シーショ ックと呼び、 直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態であることを意味する。  

また、 アナフィ ラキシーには、アレルギー反応によらず、 運動や身体的な要因（ 低温/高温 

など） によって起こる場合があることも知られている。  
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(2)  頻度 

アナフィ ラキシーの既往を有する児童生徒の割合は、 小学生 0. 6％、 中学生 0. 4％、 高校生 

0. 3％。「 エピペン 」 保持者は小学生0. 4％、 中学生0. 2％、 高校生0. 1％。  

（ 平成25年文部科学省調査）  

(3)  原因 

児童生徒に起きるアナフィ ラキシーの原因のほとんどは食物だが、 それ以外に昆虫刺傷、 医

薬品、 ラテックス（ 天然ゴム） などが問題となる。 中にはまれに運動だけでも起きることがあ

る。

(4)  症状 

皮膚が赤く なったり、 息苦しく なったり、 激しい嘔吐などの症状が複数同時に、 かつ、 急激に

見られるが、もっとも注意すべき症状は、血圧が下がり意識の低下が見られるなどのアナフィ ラ

キシーショ ックの状態である。 迅速に対応しないと命にかかわることがある。

(5)  治療 

具体的な治療は重症度によって異なるが、 意識の障害などが見られる重症の場合には、 まず、  

適切な場所に足を頭より高く 上げた体位で寝かせ、 嘔吐に備え、 顔を横向きにする。  

そして、 意識状態や呼吸、 心拍の状態、 皮膚色の状態を確認しながら、 必要に応じ、 一次救命 

措置を行い、 救急車で医療機関への搬送を急ぐ。  

アドレナリン自己注射薬である「 エピペン 」 を携行している場合は、緊急性が高いアレルギー 

症状があると判断したタイミ ングでショ ックに陥る前に注射することが効果的である。  

３ 食物アレルギーの病型

関連： 資料３ 「 学校生活管理指導表」 Ａ食物アレルギー病型

 (1)  即時型 

食物アレルギーの最も典型的な病型である。 原因食物を食べて2時間以内に症状が出現し、

その症状はじんましんのような軽い症状から、 生命の危険も伴うアナフィ ラキシーショ ックに

進行するものまでさまざまである。 ほとんどはI gE抗体が関係する。

 (2)  口腔アレルギー症候群 

口腔アレルギー症候群は、 I gE抗体が関係する口腔粘膜のみのアレルギー症状を指すが、 花 

粉－食物アレルギー症候群のことがほとんどである。  

シラカバやハンノキやブタクサなどの花粉のアレルギーがある児童生徒がそれらの花粉抗原

と構造が似た物質を含む生の果物や野菜を食べたときに、 食後5分以内に口腔内（ 口の中） の

症状（ のどのかゆみ、 ヒリヒリする、 イガイガする、 腫れぼったいなど） が誘発される（ 交差

反応という）。  

多く は局所の症状だけで治療も不要だが、 全身的な症状の初期症状として口腔内の症状が出

ている場合も紛れ込んでいることがあるため注意が必要である。 焼きリンゴやジャムなど加熱

された果物では反応しないことがほとんどである。  



第１章 食物アレルギーの基礎知識

- 4 -

＜主な花粉と交差反応性が証明されている果物・ 野菜など＞ 

花粉 果物・ 野菜など 

カバノキ科 

  シラカバ 

  ハンノキ 

  オオバヤシャブシ 

バラ科   ：  リンゴ、西洋ナシ、サクランボ、モモ、

スモモ、 アンズ、 アーモンド 

セリ科   ：  セロリ、 ニンジン 

ナス科   ：  ジャガイモ 

マメ科   ：  大豆、 ピーナッツ 

マタタビ科 ：  キウイフルーツ 

カバノキ科 ：  ヘーゼルナッツ 

ウルシ科  ：  マンゴー、 シシト ウガラシ など 

イネ科  

カモガヤ 

  チガヤ 

ウリ科     ：  メロン、 スイカ 

ナス科     ：  ト マト 、 ジャガイモ 

マタタビ科 ：  キウイフルーツ 

ミ カン科   ：  オレンジ 

マメ科   ：  ピーナッツ など 

キク科  

ヨモギ 

セリ科   ：  セロリ、 ニンジン 

ウルシ科   ：  マンゴー、 スパイス など 

キク科  

ブタクサ 

ウリ科    ：  メロン、 スイカ、 カンタロープ、  

ズッキーニ、 キュウリ 

バショ ウ科 ：  バナナ など 

                           食物アレルギー診断ガイドライン 2016より（ 一部改変）  

 (3)  食物依存性運動誘発アナフィ ラキシー 

特定の食物を食べた後に運動することによってアナフィ ラキシーが誘発される病型である。  

I gE抗体が関係する。 原因食物としては小麦、 甲殻類が多い。  

発症した場合には、呼吸困難やショ ック症状のような重篤な症状に至ることがあり、注意が必

要である。  

原因食物の摂取と運動の組み合わせで発症するが、食べただけ、運動しただけでは症状は起き

ない。 何度も同じ症状を繰り返しながら原因の食物の診断が難しい例も見られる。  

４ 食物アレルギーの原因食物・ 除去根拠

関連： 資料３ 「 学校生活管理指導表」 Ｃ原因食物・ 除去根拠

(1) 原因食物

“ ”原因食物の除去 が唯一の管理方法であるが、 個々 の児童生徒のアレルギーの原因となる食  

物を学校が把握することが取組の前提となる。  

食物アレルギーは、あらゆる食物が原因となるが、前述のP1「 １  食物アレルギー (3)原因」  

でも記したが、学童～高校生までの新規発症の原因食物は、果物類の割合が最も多く 、続いて、  

甲殻類、木の実類となっている。誤食の原因食物は、鶏卵の割合が最も多く 、続いて、牛乳、落 

花生となっている。原因食物として、木の実類（ クルミ 、カシューナッツ、アーモンドなど） も 

最近増えている。 木の実類については、 加工食品のアレルギーの推奨表示の項目に、 カシュー 

ナッツ、 クルミ に続き、 令和元年度にアーモンドが新たに加わっている。  
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(2)  除去根拠 

一般に食物アレルギーを血液検査や皮膚テスト の結果だけで診断することはできない。  

実際に起きた症状や食物経口負荷試験の結果などを組み合わせて医師が総合的に診断する。  

   食物の除去が必要な児童生徒であっても、 その多く は除去品目数が数品目以内にとどまる。  

あまりに除去品目数が多い場合は、 不必要な除去を行っている可能性が高いとも考えられる。  

除去品目数が多いと、 食物アレルギー対策が大変になるだけでなく 、 成長発達の著しい時期に 

栄養のバランスが偏ることにもなる。  

そのような場合には「 除去根拠」 欄を参考に、 保護者や主治医・ 学校医等とも相談しながら、  

正しい診断を促していく ことが必要である。  

①  明らかな症状の既往 

過去に、 原因食物の摂取により明らかなアレルギー症状が起きているので、 除去根拠として 

高い位置付けになる。ただし、鶏卵、牛乳、小麦などの主な原因食物は、年齢を経るごとに耐性 

獲得（ 食べることができるようになること） することが知られている。  

実際に、 乳幼児早期に発症する食物アレルギーの子どものおよそ９割は就学前に耐性獲得す 

“ ”るので、直近の数年以上症状が出ていない場合には、 明らかな症状の既往 は除去根拠として 

の意味合いを失っている可能性もある。  

主な原因食物に対するアレルギーがあって、 幼児期以降に食物経口負荷試験などの耐性獲得 

の検証が行われていない場合には、 既に食べることができるようになっている可能性も十分に 

考えられるので、 改めて主治医に相談する必要がある。  

ただ、上記の主な原因食物以外の原因食物（ ピーナッツ、ソバ、甲殻類、魚類など） の耐性獲 

得率はあまり高く ないことが知られている。  

②  食物経口負荷試験陽性 

食物経口負荷試験は、 原因と考えられる食物を試験的に摂取し、 それに伴う症状が現れるか 

①どうかをみる試験である。 この試験の結果は、 に準じており、 医療機関で確認されているた  

め、 除去根拠として最も高い位置付けになる。  

①ただし、 の場合と同様に主な原因食物について数年前の負荷試験の結果は信頼性が高いと   

は言えないので、 再度食べることができるかどうか定期的に検討する必要がある。  

食物経口負荷試験は専門の医師の十分な観察のもと、 少量食べていることも多い原因食物を 

食べてみて症状の有無を確認する。 患者の状況に応じて対応は変わるので、 統一した方法はな 

い。 多く の施設では、 単回で食べるか、 負荷総量を分割して20～60分おきに少しずつ増量し 

ていく 方法がとられている。 診断のときと同様に、 耐性獲得も血液や皮膚検査だけから判断す 

ることはできない。 このため、 耐性獲得の診断にも食物経口負荷試験が行われることがある。  

③  I gE抗体など検査結果が陽性 

③  原因食物に対する I gE抗体価がよほど高値の場合には、 だけを根拠に診断する場合もある。  

しかし、 一般的には、 血液や皮膚の検査だけで食物アレルギーを正しく 診断することはできな  

い。 検査が陽性であっても、 実際はその食品を食べられる子どもの方が多いのも事実である。 血 

液検査の正確な解釈には専門知識を要するため、 学校で保護者に血液検査結果の提出を求めるこ 

とは適切ではない。  
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 一般的な食物アレルギーの場合、 除去しなければならない品目数は数種類にとどまる。  

① ② ③このため、 除去品目数が多く 、 や という根拠がなく 、 だけが根拠の場合には、 保護者 

を通じて、 主治医に除去の必要性について再度問い合わせをする必要がある場合がある。  

しばらく 耐性獲得の検証が行われていないのであれば、 食物経口負荷試験の実施を検討して 

もらうとよい。  

④  未摂取 

就学前までに、 クルミ やカシューナッツなどの木の実類などは、 食べたことがない児童も 

おり、 食べたことがないものを給食で提供することにより、 新規発症が起こることもあるの 

で注意が必要である。  

しかし、 単に食べたことがないものを「 学校生活管理指導表 Ｃ原因食物・ 除去根拠」 の 

④「 未摂取」 として考えるのではなく 、 アレルギーの関与が疑われる「 未摂取」 のものに 

④関して「 未摂取」 として考えるべきである。  

「 未摂取」 のものが家で食べられるようになった場合や食物経口負荷試験を行って症状が 

出ないことが確認され、 摂取可能になった食品については、 保護者からの書面の申請により 

除去解除を行う。（ 資料５－３  食物アレルギー対応給食申請書（ 変更・ 辞退用） 参照）  

④ ③ ④ ④ 「 未摂取」 の場合は、「 I gE抗体など検査結果が陽性」 と「 未摂取」 なのか、「 未 

摂取」 だけなのかなど、 その理由や保護者の考えをよく 確認することが大切である。  

【 経口免疫療法に関して】  

学童期まで遷延した鶏卵、 牛乳、 小麦やピーナッツアレルギーなどに対して研究段階の治療と

して自宅で原因食物を少しずつ摂らせていく ことをしている児童生徒がいる。 普段の症状が出な

い量を食べた後でも、 体調不良や運動などにより症状が誘発されることがある。  

保護者および治療を受けている医療機関と情報共有をはかることが大切である。  

【 消化管アレルギーに関して】  

多く は幼児期に治癒することが多いが、 まれに学童期まで長引く ことがある。  

I gE抗体が陰性でも嘔吐などの消化器症状を呈す疾患である。

【 ワンポイント  過去の症状の把握】  

これまでに児童生徒が経験した食物アレルギーやアナフィ ラキシーについて、 原因だけでな

く 具体的な症状や時期についても知っておく ことが管理する上で役立つと言える。  

特に、 アナフィ ラキシーの既往のある児童生徒については、原因物質に対する過敏性が高

く 、 微量でも強く 反応する危険性を示唆してい 

るため、 貴重な情報となる。  

学校生活管理指導表から得られる情報で、 児 

童生徒の症状誘発リスクやアナフィ ラキシーの 

リスクを考えるために、 右の表のような過去の 

症状を把握しておく 。  

〇 アナフィ ラキシーの既往あり   

〇 食物経口負荷試験陽性   

〇 明らかな症状の既往 

〇 検査結果陽性          

〇 未摂取 
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第2章 食物アレルギーのある児童生徒への対応

１ 食物アレルギー対応の基本的な考え方

学校給食は、必要な栄養を摂る手段であるばかりでなく 、児童生徒が「 食の大切さ」「 食事の楽しさ」  

を理解する教材としての役割を担っている。このことは、食物アレルギーのある児童生徒にとっても  

 変わりはなく 、 同じように給食を楽しめることを目指すことが重要である。  

そのために、安心・ 安全を最優先とし、学校給食が原因となるアレルギー症状を発症させないこと 

を前提に、 次の３ 点について学校ぐるみで取り組むこととする。  

  ①  教職員一人一人が食物アレルギーに対する正しい知識をもつこと 

  ②  主治医の診断結果を基に、 児童生徒一人一人の情報を把握すること 

  ③  日頃から緊急時の対応に備えておく こと 

特に、アナフィ ラキシーはアレルギー症状が急速に変化し、生命に関わる疾病であることを踏まえ

て、 緊急時の対応に備えておく ことが重要である。  

２ 食物アレルギーのある児童生徒の把握から実施まで

 (1)  食物アレルギーのある児童生徒の把握 

①資料１ - 「 学校給食における食物アレルギー対応について」 配付 

②資料１ - 「 食物アレルギー対応給食の実施にかかわる調査表【 様式1】」 の提出依頼 

資料２   「 学校給食の食物アレルギー対応を希望される保護者のみなさまへ」  

資料３   「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)     【 様式2】  

資料４   「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)」 等に関するお願い 

①資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 新規用）      【 様式3-1】  

②資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 継続用）    【 様式3-2】  

③資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変更・ 辞退用）【 様式3-3】  

資料６   「 食物アレルギーの経過報告書」                 【 様式4】

④  面談を実施 

資料７   「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 を活用

①  全児童生徒に対する周知と調査 

②  食物アレルギーがあり、 対応給食を希望する児童生徒の把握 

②資料１ - 「 食物アレルギー対応給食の実施にかかわる調査表【 様式1】」 の集約 

③  対応給食を希望する児童生徒に関係書類を配付・ 面談の日程調整 

出席者（ 例）  管理職 学級担任 養護教諭 栄養教諭・ 学校栄養職員 給食主任 

調理員（ 除去食実施の場合等）  

〈 新１年生〉 入学説明会等を利用して 〈 在 校 生〉 ３学期中に 

〈 新１年生〉 入学説明会以降 〈 在 校 生〉 ３学期中に 

〈 新１年生〉 給食開始までに 〈 在 校 生〉 給食開始までに 

⑤  食物アレルギー対応委員会を開催して各児童生徒の給食対応を決定
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○  資料３「 学校生活管理指導表」等の様式は、学校事務センターＨＰより取り出すことができる。  

○  ②資料１- 「 食物アレルギー対応給食の実施にかかわる調査表」 を用いての調査は、新１年生・ 
転入生のみでよい。  

○  児童生徒は成長期であり、 アレルギー疾患は１ 年経過すると症状が緩和したり、 悪化したり、 
新規発症したりすることもあるため、毎年度、 資料３「 学校生活管理指導表」 の提出を保護者に 
求めて面談を行う。  

○  ③年度途中で対応の変更希望があった場合は、資料５- 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変 
更・ 辞退用） の提出を保護者に求めて面談を行う。その際、 資料３「 学校生活管理指導表」 の提 
出を求める。  

○  アドレナリン自己注射薬（「 エピペン 」） を学校で所持する場合は、必ず資料３「 学校生活管理 
指導表」 の提出を求め、 保護者面談を行う。  

○  給食に出ない食品にアレルギーがあり、給食に関して配慮が必要な場合は、資料５「 食物アレ 
ルギー対応給食申請書」、 資料６ 「 食物アレルギーの経過報告書」 の提出を保護者に求める。  

○  事前に１食分全く 食べない日があるという申し出があった場合、 食数入力システムに入力し、
翌月の給食費徴収で規定額を減額し精算する。また、牛乳のみ喫食し、その他の献立を一切食べ
ない場合も、 規定額を減額し精算する。  

○  転入などで必要書類が間に合わない場合は、対応が必要な日には弁当持参を求める等、安全に 
配慮した対応を行う。  

○  「 学校生活管理指導表」 等の保管は、 保存期限（ ５年） を守って、 各学校で保管する。  

○ 印： 書類を提出し、 面談を実施する △ 印： 必要に応じて書類を提出し、 面談を実施する。  

(2)  食物アレルギー対応委員会の設置と対応マニュアルの作成 

○  各学校では、 校長の指導のもと、 食物アレルギー対応委員会（ 以下、 対応委員会） 等を開き、 
取り組み方針を決定する。  

○  対応委員会では、 学校の実情を踏まえて「 食物アレルギー対応マニュアル」 を作成する。  

＜学校給食における食物アレルギー対応の種類と提出書類等＞ 

     区分 
食物アレルギー 
対応給食申請書 

学校生活管理 
指導表 

食物アレルギー 
の経過報告書 

面談 

除去食 副食の除去 単品の除去 ○  ○  ○  ○  

副食の一部取り除き ○  提出不要 ○  ○  

完全弁当持参 ○  ○  ○  ○  

給食に出ない食品に 
食物アレルギーがある場合 ○  △  ○  △  

「 食物アレルギー対応委員会」（ 例）

目 的： 食物アレルギーのある児童生徒の対応について、 学校給食及び学校生活全般における 
適切な対応を検討する。  

出席者： 管理職 学級担任 養護教諭 栄養教諭・ 学校栄養職員 給食主任 調理員 学校医等 

開 催： 各学期始めや誤食等の事故発生時など。  

内 容： 食物アレルギー対応マニュアルの作成と見直しを行い、 全職員に周知する。  
    食物アレルギーのある児童生徒を確認し、 給食対応を決定する。  
    事故や問題事例を検証し、 改善策を検討する。  

調理実習や体験学習等、 学校生活全般での対応を検討する。



第２章 食物アレルギーのある児童生徒への対応 

- 9 -

(3)  日々 の給食対応の実施 

○  対応委員会で確認された方針に従って、実施に必要な「 食物アレルギー対応児童生徒名簿」「 連 

絡カード」「 表示（ 食札等）」 等を用意する。  

○  対応給食を実施する児童生徒には、毎月の「 学校給食こんだて（ 児童生徒配付用）」 と同時に、  

「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」を配付する。（ P10参照）表紙と注意喚起も毎月配付する。 

○  日々 の献立のアレルギー物質については「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 に記載されてい 

るが、「 複数物資で製造業者によりアレルギー物質が異なる」 と記載があるものの詳細等につい 

ては、（ 公財） 名古屋市教育スポーツ協会の食数入力システムの食物アレルギー情報を確認する 

とよい。（ 食物アレルギー情報表示の手順はP11・ P12参照）  

○  保護者は献立表（ 調理場用） の内容を必ず確認し、日々 の対応方法（ 除去食、副食の除去、 単 

品の除去、 副食の一部取り除き、 弁当持参等） について申し出る。  

○  保護者が申し出た内容については、 複数で確認した上で、「 アレルギー対応食確認表」 等にま

とめるなどして、 教職員で情報を共有する。  

○  日々 の朝の打ち合わせ等で食物アレルギー対応給食の確認を行うとともに、該当学級において

も、 朝の会や喫食前のあいさつなどに確認を行うことを、 学校全体として組織的に行う。

○  学級担任は保護者と協力して、児童生徒本人にも対応方法を理解させ、自分でも確認できるよ

うに指導する。（ P15「 ４  児童生徒への指導」 参照）  

 (4)  評価と見直し 

〇 学校における食物アレルギー対応は、医師の記述した資料３「 学校生活管理指導表」 の情報に 

もとづき、対応委員会等で決定するものである。保護者の求めるままに実情に合わない無理な対 

応を行ったり、家庭での対応以上の対応を行ったりすることがないように、対応委員会において、 

定期的に対応状況の評価と見直しを行う。  

○  誤食事故等が発生した場合は、速やかに学校保健課小学校給食係に連絡する。校内で臨時の対 

応委員会を開催して対応を検討し、学校保健課小学校給食係に資料９「 食物アレルギー対応に係 

る事故報告書」 をメールで送付する。  

○  学年末には、 次年度に向けて、 保護者に書類の再提出を求め、 面談を行う。  

(5)  解除の対応 

○  ③保護者が対応の解除を申し出た際には、 資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変更・

辞退用） と資料３「 学校生活管理指導表」 の提出を求めるとともに、給食で提供される１人分の

量を家庭で何度か摂取して発症しないことを確認した後、 給食で摂取させる。  

〇 除去していたものを解除するときには、 以下の２ つのパターンがある。  

    未摂取で除去していた食物は、元々 食べても症状が出なかった可能性があるので、そのリスク 

は決して高く はないと思われる。  

しかし、負荷試験などの結果で解除する場合は、食べられるという医師からの診断があっても、 

家庭において、複数回、学校での最大限摂取量を食べても症状が誘発されないことを確認した上 

で、 解除を進めるべきである。  

③  なお、 解除は口頭のやりとりのみで済ますことはせず、 必ず保護者と学校の間で、 資料５-

「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変更・ 辞退用） と資料３「 学校生活管理指導表」 など、所定 

の書類を作成して対応することが必要である。 ※（ 「 食物経口負荷試験」 P5参照）  

・  未摂取（ P6参照） なものを除去していて解除するとき 

・  食物経口負荷試験（ P5参照） などの結果で解除するとき 
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１  学校給食入力システムに各学校のＩ Ｄとパスワードでログインする。  

２  帳票にカーソルを合わせ、「 おかず物資明細表」 をクリックする。  

３  出力したい年月を入力し、 出力をクリックする。  

４  「 Ｅｘ ｃ ｅ ｌ 出力します。 よろしいですか。」 と表示されるので、「 ＯＫ」

をクリックする。  

５  給食入力システムをログアウト し、 タブを閉じる。  

６  出力した帳票をダウンロードする。

食数入力システムの食物アレルギー情報表示の手順

給食食数連絡書出力 

おかず物資明細表出力

クリック

年月を入力 クリック
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【 出力したおかず物資明細表】

【 当月の献立シート 】

選択した年月分には

５つのシートがある 

以下の献立について

は、名古屋市教育スポ

ーツ協会に直接確認 

・簡易給食献立 

・スチームコンベク 

ションオーブン献立 

・新献立実施調査献立 

各学校に対応した内容になっている 
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３ 教職員の役割

(1) 校長・ 教頭

① 基本方針の作成と教職員への周知

・ 対応委員会を開催して対応の基本方針を示し、 その内容を全教職員に周知する。  

・  関係職員が必要な研修を受けることができるよう努める。  

・  食物アレルギーに関する校内研修を、 毎年定期的・ 計画的に行う。  

・  教頭は、 保護者との面談日時を調整する。  

②  保護者・ 児童生徒への対応 

・  保護者と面談した際、 学校としての基本的な考え方を説明する。  

・  当日の給食での対応について、 保護者が児童生徒と共に確認するよう依頼する。  

・  教頭は、 保護者との対応の窓口となり、 日々 の対応を含め、 学校内での対応の調整を行う。  

・  緊急時(アナフィ ラキシー発症等)、 対応のリーダーとなる。 (P26参照)

③  栄養教諭・ 学校栄養職員の未配置校における担当栄養教諭・ 学校栄養職員との連携 

・  食物アレルギー対応の確認表の作成の指示を教職員にしたり、 面談の司会を行ったりする。  

・  担当する栄養教諭・ 学校栄養職員への窓口となり、食物アレルギー対応に関する相談や確認作 

業を依頼したり、 児童生徒及び保護者を対象とした面談への出席を依頼したりする。  

・  担当する栄養教諭・ 学校栄養職員に面談への出席を依頼する場合は、新規に対応する児童生徒 

や症状が重篤な児童生徒に絞ったり、 面談日をまとめたりするなどの調整を行う。  

(2)  学級担任 

①  児童生徒の状況把握 

・  担任する児童生徒のアレルギー状況と、 対応方法について理解する。  

・  把握している情報を、 関係する教職員と共有する。  

②  保護者への対応 

・  児童生徒の家庭での状況や、 保護者の要望を把握する。  

・  学校での状況(給食摂取の様子や症状誘発の有無等)を保護者に伝える。  

③  児童生徒に対する指導 

・  給食対応の内容について、 本人が理解できるように指導する。   

・  誤飲・ 誤食に気付いた時、 体調変化を感じた時の対応方法を指導する。  

・  症状の出現に注意して早期発見に努め、 迅速な対応を行う。  

④  学級での指導 

・  給食の対応について、 偏見や冷やかし、 いじめ等が生じないよう十分に配慮する。  

・  他の児童生徒が食物アレルギーについて正しく 理解できるように実態に合わせて指導する。  

・  給食時の座席配置や、 給食当番などについて配慮する。  

・  朝の会などにおいて、当日の食物アレルギー対応内容を学級全体に周知し、弁当が必要な児童 

生徒が確実に弁当を持参しているか、 確認を行う。  

・  より安全な配膳方法について学級全体に指導し、 喫食前に確認表や献立表等と照らし合わせ、 

配膳状況を必ず目視で確認するとともに必要に応じて声がけも行う。  

・  食物アレルギーのために食べられずに残った食品を他の児童生徒に食べさせる場合には、該当 

児童生徒の気持ちに配慮して対応する。  

・  給食以外の教育活動で使用する教材や、 学校行事における安全性に配慮する。  
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(3)  養護教諭  

①  児童生徒の把握 

・  資料７ 「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 を作成・ 整備する。 

・  対応が必要な児童生徒の一覧表を作成する。  

・  緊急時に使う薬の種類やその取り扱い、 保管場所を確認し、 把握しておく 。  

・  児童生徒のその他のアレルギー症状(ぜん息や湿疹など)についても把握する。  

・  学校でのアレルギー症状の様子を保護者に伝え、 必要であれば受診を促すなどの助言を行う。 

・  必要に応じて主治医や学校医と連携を図り、アレルギーの診断に関する正確な情報把握や対応 

方法について確認する。  

   ・  保護者より、「 エピペン 」 持参の申し出が年度途中にあった場合は、資料10「 アドレナリン自 

己注射薬の持参について（ 報告）」 を提出する。  

②  緊急時対応への備え 

・  「 エピペン 」 の管理と使用を含めて、 緊急時対応に関する知識と理解を深める。  

・  保護者との合意のもとで「 緊急時対応マニュアル」 等を作成し、 全教職員に周知する。  

・  症状出現時には、 応急手当の中心となり、 迅速かつ適切な対応に努める。  

③  教職員への情報提供 

・  全教職員が食物アレルギーに関する知識や理解を深めるための、 校内研修を行う。  

・  学校のアレルギー対応方針について周知を図る。  

・  配慮が必要な児童生徒に関する情報の周知を図る。  

 (4)  栄養教諭・ 学校栄養職員 

①  安全な給食の管理運営 

・  給食献立に使用する原材料について、 適切な検収と保管を行う。

・  調理員と作業工程表や作業動線図を確認するなど、 調理作業に関する打ち合わせを行う。  

・  調理現場の安全、 衛生管理を行い、 微量混入（ コンタミ ネーショ ン） 防止対策を講じる。  

・  調理場から教室までの誤配膳防止策を作成し、 関係する教職員へ周知する。  

・  配膳前に除去食等の確認をする。  

②   保護者への対応

・  前月に、「 学校給食こんだて（ 児童生徒配付用）」 と「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 を 

保護者に配付する。  

・  保護者からの申し出を受け付けて、 対応給食の内容を再確認する。  

③  教職員・ 給食調理員への情報提供 

・  日々 の対応給食について、 調理員や関係する教職員に情報を周知する。  

・  対応内容が明らかになるように、 確認表や表示等を作成して確実に運用する。  

・  食物アレルギーに関する知識や理解を広めるための研修を行う。  

④  栄養教諭・ 学校栄養職員の未配置校での業務 

・  担当する学校において、食物アレルギーに関する相談や、児童生徒及び保護者を対象とした面

談を行う。  

① ③・  該当職員が在籍しない学校においては、 教頭、 給食主任などが ～ を行う。   
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(5)  給食主任 

・   資料１ 「 学校給食における食物アレルギー対応について」「 食物アレルギー対応給食の実施

にかかわる調査表」 を保護者に配付し、 食物アレルギー対応給食を希望する保護者を把握する。

・  食物アレルギー対応を行っている児童生徒より、事前に１食分全く 食べないという申し出があ 

った際には、食数入力システムに入力し、翌月の給食費徴収で規定額を減額し精算する。また、

牛乳のみ喫食し、その他の献立を一切食べない場合も、食数入力システムに入力し、規定額を減

額し精算する。  

 (6)  給食調理員 

・  給食献立に使用する原材料について、 適切な検収と保管を行う。

・  「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 に基づいて作業工程表・ 作業動線図を作成し、コンタミ  

ネーショ ンや誤調理がないように調理をする。  

・  Ｐ22の「 (3)  調理前・ 調理中」 をはじめ、「 食物アレルギー対応給食実施上の留意点」 を 

確認する。  

・  除去食の提供に当たっては「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 に基づき、 誤食のないよう 

に協力する。  

 (7)  学校医 

・  アレルギー対応への助言を行う。 必要に応じて、 対応委員会に出席する。  

４ 児童生徒への指導

 (1)  個別指導  

食物アレルギーのある児童生徒に、自ら対応する力を育てることは、原則として家庭で行われる

べきことと言える。学校では、保護者と連携してそれを支援するために、学級活動等を通して次の

ような指導を行う。  

・  自分にとって安全な食品と、 そうでない食品の見分け方 

・  アレルギー表示の読み方 

・  体に触れるだけでアレルギー症状を起こす食品や、 その取り扱い方 

・  アレルギー症状を起こす食品が出された時の対応の仕方 

・  自分にアレルギーがあることについての周りの人への伝え方 

 (2)  学級全体への指導 

他の児童生徒が食物アレルギーに関する知識と理解を深め、 該当児童生徒に共感する気持ちを

育てるよう、 学級活動等を通して次のような内容を指導する。  

・  食物アレルギーは偏食ではなく 、特定の食品を摂取すると、体に危険な症状が出る病気である 

こと 

・  特定の食品に触っただけでも、 症状が現れる場合があること 

・  特定の食品に注意をしていれば、 他には問題なく 元気に過ごせること 

・  他の人にうつる病気ではないこと 

・  大人になるまでに治る可能性があり、 新しい治療法も進歩していること 
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５ 学校生活(学校給食以外)における留意点

 (1)  校内における教育活動 

①  家庭科、 生活科、 技術・ 家庭科、 総合的な学習の時間、 特別活動(クラブ活動)等 

食品を扱う学習指導を行う場合は、 事前に食物アレルギーのある児童生徒に影響がないかどう

かについて、 確認する。 特に調理実習等では、 使用する食材や加工食品、 調味料について、 商品

のアレルギー表示をあらかじめ保護者に伝え、 使用可能かどうかを確かめる。 実際の指導におい

ては、 本人が安全に参加できることを最優先とする。 アレルギー物質との接触がどうしても避け

られない場合は、 できる限り安全な参加方法について、 保護者と話し合って決定する。  

こうした配慮を通して、 学級全体が食物アレルギーを理解し、 他人を思いやる気持ちを育てる

機会としていく ことが望ましい。  

＜配慮すべき学習活動例＞ 

アレルギー物質 配慮すべき学習活動例 

小 麦 小麦粘土細工、 うどん・ パン作り体験、 カレー作り 

 乳 牛乳パックを使った活動、 乳搾り体験 

落花生（ ピーナッツ）  豆まき、 落花生の栽培 

ソ バ そば打ち体験 

大 豆 豆まき、 みそ作り、 大豆（ 枝豆） の栽培 

②  体育・ 保健体育 

食物依存性運動誘発アナフィ ラキシーを発症する児童生徒については、 主治医の判断に従い、  

アレルギー物質を含む食品の摂取や、 摂取後の運動に十分配慮する。  

③  清掃活動 

アレルギー物質と接触しないように配慮する。 例えば、 乳アレルギーのある児童生徒には、 こ

ぼれた牛乳などの拭き取りをさせない。  

(2)  校外学習・ 宿泊を伴う行事 

食物アレルギーのある児童生徒が、 他の児童生徒と同様の校外学習ができるように、 活動内容

や食事内容等を検討する。 体験活動の内容を保護者に伝え、 具体的な対応と配慮事項について、

確認する。

宿泊施設や昼食場所での食事については、 宿泊業者や旅行会社などから献立表を取り寄せるな

どして、 保護者にアレルギー物質を含む食品に関する情報提供を行う。 その際には加工食品や調

味料にも注意し、 必要に応じて別の献立を発注することも考える。  

緊急時に備えて、 緊急連絡体制、 搬送先の医療機関なども確認しておく 。 医療機関への情報提

供のために、「 緊急時対応マニュアル」 などの参考書類を持参する。  

《 考えられる対応例》  

①  遠足 

・  弁当や菓子類は、 友達同士で交換をしない。（ 学級全体への指導）  
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・  普段から食べたことのない菓子・ 弁当は持っていかない。（ 個別指導）

②  中津川・ 稲武野外学習 

・  事前健康調査や資料７「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 から、食物アレルギーのある児童生徒 

を把握する。  

・   野外学習説明会等で、 野外教育センターの「 給食献立の成分表」 を保護者に渡し、 食物アレ 

ルギー対応について協議する。 

・   野外教育センターへ「 アレルギー対応献立調査表」 を提出し、 可能な範囲での除去食や代替 

食の提供を依頼する。  

・  現地の医療機関へ連絡し、 緊急時の対応について、 協力を要請しておく 。  

③  修学旅行  

・  事前健康調査、 資料７ 「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 から、 食物アレルギーのある児童生徒

を把握する。  

・  旅行業者を通して、昼食の提供業者や宿泊施設での食事の内容について、提供が可能なアレル 

ギー対応献立などを確認し、 検討する。  

・  現地の医療機関へ連絡し、 緊急時の対応について協力を要請しておく 。  

６ 中学校スクールランチにおける食物アレルギー対応について

各学校に毎月配付される「 中学校スクールランチ調理配膳業務指示書」 及び「 中学校スクールランチ 

アレルギー情報」 には、アレルギー物質を含む食品が表示されている。また、名古屋市公式ウェブサイ  

ト 内の中学校スクールランチホームページにも、 アレルギー物質情報が表示されている。  

これらを活用して、 スクールランチの献立を選択するように指導する。  

中学校スクールランチ アレルギー情報 例  ○ ○ ○年 月 日 ～ ○ ○ ○年 月 日 

日 メニュー アレルギー物質 メニュー アレルギー物質 

Ａ 

クロワッサン 小麦､乳､大豆､豚肉 

Ｂ 

（米飯）   

チキンのバーベキュー 
ソース 

小麦､大豆､鶏肉､ 
りんご 

牛肉とごぼうのおろしうどん 小麦､牛肉､さば､大豆､ごま 

  ブロッコリーのソテー 大豆 ツナもやしポン 小麦､大豆 

  白菜のサラダ   パインアップル   

○  

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｲﾀﾘｱﾝ 鶏肉､豚肉   

コーンスープ 小麦､乳､大豆､鶏肉､豚肉 

／ パインアップル   

〇 

Ｃ 

クロワッサン 小麦､乳､大豆､豚肉 

Ｄ 

米飯 

チキンのバーベキュー 
ソース 

小麦､大豆､鶏肉､ 
りんご 

あじの南部揚げ 小麦､乳､大豆､ごま 

ブロッコリーのソテー 大豆 ブロッコリーのソテー 大豆 

ししゃもフライ 小麦､大豆 吹き寄せ煮 小麦､さば､大豆 

白菜のサラダ   ツナもやしポン 小麦､大豆 

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｲﾀﾘｱﾝ 鶏肉､豚肉 パインアップル   

パインアップル   
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使用食材等献立の詳細については、 名古屋市公式ウェブサイト 内の中学校スクールランチホームペ
ージで確認するか、 または学校へ問い合わせてく ださい。  

７ ヒヤリ・ ハット 事例

事例 １

〇 アレルギー物質 
卵

〇 献立 
うずら卵フライ 

〇 経過
   給食の配膳時に誤ってうずら卵フライが配膳され、 該当児童はうずら卵と思わずに一口

食べてしまった。  
学級担任は職員朝の打ち合わせで、 うずら卵フライが食べられないことは聞いていたが、  

給食時には忘れており、 会食前の確認もしなかった。 症状は出なかった。  

○  対策 
   学級での朝の会や、 喫食前などに学級全体で必ず確認をする。 献立名もきちんと言う。  

事例 ２  

〇 アレルギー物質 
乳 

〇 献立 
キーマカレー 

〇 経過 
   給食の配膳時、 学級担任と該当児童はチーズ除去食が入ったふた付き容器を確認して、  

机上に置いた。学級担任が他の児童の対応をしている間に、 給食当番が、 チーズ入りの 
キーマカレーを該当児童の机上に置いてしまい、 誤って食べてしまい発症した。  

医療機関にて「 エピペン 」 を打ち回復した。  

○ 対 策 
喫食前に学級担任と該当児童とで必ず配膳の確認を行う。  

事例 ３  

〇 アレルギー物質 
ごま 

〇 献立 
きゅうりのごまあえ 

〇 経過 
   給食の配膳時に、 ごま除去食を受け取った該当児童は、 アレルギーのない児童が使用する 

通常の副食用食器に、 除去食を移し替えて、 自席に置いた。 
該当児童が席から離れた際、 給食当番は、 それが除去食であることを知らずに別の児童に 

再配膳した。 そのために、 該当児童用の除去食は、 他の児童用と区別がつかなく なった。  

○  対策 
除去食には食器に食札を付けたり、 専用食器を用意したりして、 誰が見ても通常の副食 

とは区別ができるようにする。 また、 会食開始まではふたを開けない。  
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第３ 章 学校給食における対応

１ アレルギー対応給食の基本方針

(1) 対象者と申請手続き(第２ 章参照)

食物アレルギー対応は、 児童生徒が医師の診断を受け、 保護者が申し出た場合に行う。  

申請手続きにおいて教職員が児童生徒の状況を正しく 把握し、保護者との共通理解を得ることは、

適切な対応を行うために必要である。  

さらに、この手続きは、アレルギーに関する誤解や思いこみに基づく 要望を是正して、安定した

給食対応を維持するとともに、該当する児童生徒の健全な食生活の確保に資することを目的とする。 

①  保護者からの申請には、 以下の提出が必要である。  

資料３ 「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)」   【 様式2】  

資料５ 「 食物アレルギー対応給食申請書」       【 様式3】  

資料６ 「 食物アレルギーの経過報告書」        【 様式4】  

※「 副食の一部取り除き」（ P21参照） のみの対応の場合、「 学校生活管理指導表」 の提出は不要 

②  対応の基本方針については、 保護者面談を行った上で、 対応委員会で決定する。 日々 の対応

給食については、 保護者とのきめ細かな情報交換を基にして進め、 その情報を関係職員で共有

することで安全性を確保する。  

③  アレルギー症状が重く て安全管理に不安がある場合や、 アレルギー物質を含む食品を取り除

く と献立として成り立たない場合は、 完全弁当や一部弁当持参などへの協力を依頼する。  

※ 「  e） 油の供用ができない 」 について → 揚げ油のアレルギー対応はしていない。  

（ 例） えびフライが献立であり、 えびアレルギーの児童生徒は食べなかった。  

後日、 ポテト フライが献立であり、 えびフライを揚げた油で、 ポテト フライを揚げた。  

「  e） 油の供用ができない 」 ため、 ポテト フライを食べることができない児童生徒は、  

揚げ物全般を食べることができない。  

【 弁当対応の考慮対象】 学校給食における食物アレルギー対応指針（ 平成２７年３月文部科学省） より 

次のように極微量で反応が誘発される可能性がある場合は、 安全な給食提供が困難であり、

弁当対応を考慮する。  

a） 調味料・ だし・ 添加物の除去が必要 

b） 加工食品の原材料の欄外表記（ 注意喚起表示） の表示がある場合についても、 除去指示が 

ある（ 注意喚起例）  

 ○ 同一工場、 製造ライン使用によるもの 

  「 本品製造工場では○○（ 特定原材料等の名称） を含む製品を製造しています。」  

○ 原材料の採取方法によるもの 

  「 本製品で使用しているしらすは、 えび、 かにが混ざる漁法で採取しています。」  

○ えび、 かにを補食していることによるもの 

  「 本製品（ かまぼこ） で使用しているイト ヨリダイは、 えび、 かにを食べています。」  

c） 多品目の食物除去が必要 

d） 食器や調理器具の供用ができない 

e） 油の供用ができない 

f） その他、 上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況



第３章 学校給食における対応

- 20 -

 (2)  安全な給食を提供するためのポイント  

安全な給食提供のためには、 以下の３点などの各ステージにおける配慮が必要である。  

〇 献立・ 調理計画の作成 

・  基本となる献立と食材及び調理手順を常に見直して、献立の質を落とすことなく 合理的で安 

全なアレルギー対応を実現することを目指す。  

〇 原材料の調達から調理場の管理運営

・  使用する食材（ 特に加工食品や調味料） のアレルギー物質を確実に把握し、取り違えやコン 

タミ ネーショ ンを起こさないように調理工程を工夫する。  

〇 配膳から喫食及び後片付け 

・  重大な誤食事故は誤配膳によって発生することを念頭に置き、 食物アレルギー対応給食が 

該当する児童生徒に間違いなく 配膳されるよう、 給食当番も含めた指導方針について、 学校 

全体の方針として取り組む。  

(3)  学校給食献立に関する基本方針 

アレルギー対応給食を安全かつ合理的に実施するために、給食の基本となる献立及び原材料につ

いて、 以下の方針とする。  

〇 新規発症の原因となりやすい落花生（ ピーナッツ） 、カシューナッツ、クルミ 、 キウイフルー 

ツ、 ソバ、 やまいも、 及びそれらを原材料とした加工食品は使用しない。  

〇 加工食品や調味料のうち、 可能なものについては、 卵、乳、ごまなどのアレルギー物質が含ま 

れない食品に順次切り替えることに努める。  

２ 食物アレルギー対応給食

 (1)  学校の教職員が行うもの 

①  除去食 

食物アレルギーの原因食品を取り除いて、 調理を行う。 対応する主な食品は「 卵、 乳製品、 ご

ま」 とし、 調理の最終工程で取り除く ことのできる食品のみを対象とする。  

例えば、 「 にら卵スープ」 の調理では、 最終行程で「 卵」 を加える前にスープを取り分けて、

除去食とする。 この対応可能な除去食は一部献立に限られる。  

②  副食の除去 

食物アレルギーの原因食品を含む副食そのものを取り除く 。 例えば、「 えび」 が入っている 

「 えびととうふのスープ」 を配膳せずに、 給食献立から除去する。 この場合、 他の副食を多く  

配膳したり、 家庭から一部弁当を持参したりするなど、 栄養面からの配慮が求められる。  

③  単品の除去 

調理を行わず、 単品ごとに配付する原因食品を、 該当する児童生徒に配膳しない方法で、 給 

食献立から除去する。対応できる食品は、「 パン、 めん、 米飯、 ハム、 スライスチーズ、 棒チー

ズ、 ジャム、 焼きのり、 ポリポリフィ ッシュ、 ドレッシング、 デザート 等」 とする。  
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 (2)  児童生徒が行うもの 

①  副食の一部取り除き  

配膳された副食の中から、食物アレルギーの原因食品を自ら取り除く 。例えば、「 えびととう

ふのスープ」 で、 アレルギー物質となる「 えび」 を、 児童生徒自身が取り除く 。この対応はアレ

ルギー症状が比較的軽い児童生徒を対象とする。  

対応給食の区分表 

対応給食の区分 いつ だれが どこで 注意事項 

除去食 調理中 調理員 調理場 

通常食と区別がつく ように、 色や形

の異なる容器に入れる 

「 いただきます」 まで開封しない 

副食の除去 

（ 配膳しない）  
配膳中 学級担任等 教室 

「 学校給食こんだて(児童生徒配付

用)」 に記載してある一つの献立ごとに

食べるか、 食べないかとして対応する 

単品の除去 

（ 配膳しない）  
配膳中 学級担任等 教室 調理場で数を減らすことはしない 

副食の 

一部取り除き 
会食中 児童生徒 教室 

学級担任等は該当児童生徒が一部取

り除きをしているかを確認する 

単品の除去、 副食の除去ともに、 アレルギー物質の含有量により食べる量を調整することは行わない。  

例えば、 牛乳を半分だけ飲む、脱脂粉乳量の少ないパンは食べ、 多いパンは食べないなどは行わない。  

同じアレルギー物質が含まれる加工食品の種類により、 配膳する・ しないなどの対応は行わない。  
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３ 食物アレルギー対応給食実施上の留意点

 (1)  献立作成時

・  １日の献立の中で、 複数のメニューに、 同じアレルギー物質を含む食品・ 食材をなるべく 使

用しないように考慮する。

・  加工食品・ 調味料等は必ず原材料表を取り寄せ、 使用する食材の確認を行う。  

・  「 学校給食こんだて(児童生徒配付用)」 に加えて、 「 学校給食献立表(調理場用献立表)」 を

作成し、 献立に含まれるアレルギー物質を明らかにする。 アレルギー物質は、 特定原材料と特

定原材料に準ずるものを表記する。  

 (2)  対応内容の決定

・  前月に「 学校給食こんだて（ 児童生徒配付用）」 と「 学校給食献立表(調理場用献立表)」 を保

護者に配付し、 保護者からの申し出をもとに相談して、 食物アレルギー対応の内容を決める。

・  やむを得ない理由により献立が変更される場合は、変更後の献立を保護者に連絡し、相談する。  

・  決定した対応の内容を、担任や給食に関係する教職員で共有し、学級担任以外が給食指導をす

る場合においても、適切な指導ができるように、該当児童生徒や具体的な対応についての情報を

共有する。  

 (3)  調理前・ 調理中 

・  給食献立全体として、 アレルギー物質の混入を防ぎ、 安全に調理するために、 「 学校給食献 

立表(調理場用献立表)」 を確認して調理全般の作業工程表・ 作業動線図等を作成する。  

・  除去食を担当する調理員や、 調理する場所などを事前に決め、 作業工程表・ 作業動線図に明 

記する。  

・  「 学校給食献立表(調理場用献立表)」 や作業工程表・ 作業動線図、 関係書類等を調理中に確

認しやすい場所に掲示する。  

・  調理した除去食には蓋やラップをし、 他の食品や食材が混入しないように配慮する。  

【 特定原材料】  

卵 

乳  

小麦 

そば  

落花生（ ピーナッツ）   

えび 

かに 

【 特定原材料に準ずるもの】  

アーモンド  あわび  いか  いく ら  

オレンジ  カシューナッツ   

キウイフルーツ  牛肉  クルミ   ごま 

さけ  さば  ゼラチン  大豆  鶏肉 

バナナ  豚肉  まつたけ  もも   

やまいも  りんご 
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 (4)  運搬・ 配膳時

・  除去食が間違いなく 該当の児童生徒に届く よう、 氏名や対応方法を明記した個別カードを添

付するなど、 表示の工夫を行った上で、 関係する教職員が連携し、 運搬・ 配膳する。

・  該当児童生徒の配膳については、 配膳しない副食を確認した上で、 摂取可能な副食を他の児

童生徒分より先に行うなど、 誤配誤食を未然に防ぐための工夫をする。 その上で、 学級担任は

該当児童生徒と一緒に配膳状況の確認をする。

・  「 副食の一部取り除き」 を行う児童生徒には、 確実に実施できるように学級担任が指導す

る。

 (5)  弁当の保管 

・  弁当を持参し保管する場合は、 保冷バッグ・ 保冷剤等の活用を保護者に求める。 

・  児童生徒が持参した弁当を教室で保管する場合も、 職員室で保管する場合も、 安全かつ衛生

的に保管し、 給食時間に確実に該当児童生徒の手元に届く ようにする。  

・  弁当が必要な児童生徒が確実に弁当を持参しているか、 登校後、 朝の会等で確認する。  

・  調理場には学校給食の食材以外を持ち込むことは望ましく ないため、 児童生徒が持参した弁

当を調理場では保管しない。  

・  児童生徒が持参した弁当を電子レンジ等で温めることは、 調理に該当し、 変質する恐れもあ

るため行わない。  

(6)  給食の時間 

・  学級担任から目が届きやすく 、 児童生徒同士の接触が起きにく い座席配置を工夫する。

・  該当児童生徒にはおかわりが必要ないように最初から多めに盛り付けるなど、 給食途中の誤 

食防止に配慮する。

・  給食当番等における副食の搬送や配膳活動において、 該当児童生徒がアレルギー物質に触れ 

ないようにする。

・  誤食に気付いた際は、 すみやかに管理職に報告し、 指示を受ける。

・  給食中から給食後の児童生徒の様子を観察し、 症状の早期発見に努める。

 (7)  後片付け 

・   対応給食に使用する調理器具や食器等は、 アレルギー物質が残存しないよう、 洗浄や接触に 

注意する。 手洗いを加えるなど、 十分な洗浄を行う。
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４ 食物アレルギー対応給食実施日の流れ（ 例）

養護教諭 

食物アレルギー対応に関する内容の確認  該当児童生徒の健康状態等の把握  教職員で情報を共有 

給
食
の
時
間
ま
で
に

○ 該当児童生徒に関する対応方法の確認 

〇安全な除去食の調理方法と手順の確認 

朝の打ち合わせ等 

○ 作業工程表・ 作業動線図の確認 

○ 除去食の調理 

○ 安全な除去食の

調理方法と手順

の確認 

○ 必要に応じた 

該当児童生徒 

の健康チェック 

○ 該当児童生徒の

欠席の確認、 連絡 

○ 該当児童生徒へ

対応カード 等を

用いて再確認 

○ 弁当の衛生的な

保管への配慮 

○ 該当児童生徒に
関する対応方法
の周知と確認 

○ 食物アレルギー
対応給食の実施
状況の把握 

→  →  給食（ 給食準備 給食の時間 給食終了）           ※  P25「 ５  給食時の教室での対応と指導」 参照 

○ 安全にかかわる給食指導（ 全体への指導と該当児童生徒への指導） 

○ 対応カード等の配布 

○ 対応カード等の受取・ 確認 ○ 対応カード等の受取・確認 

○ 対応カード等の確認 ○ 対応カード等の活用 ○ 対応カード等の活用

○ 安全な配食・ 配膳 

○ 対応カード等の配布 

○ 対応カード等の活用 

管理職 

（ 校長・ 教頭）  

栄養教諭 

学校栄養職員
学級担任 その他教職員 

（ 給食主任など）
給食調理員 
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５ 給食時の教室での対応と指導

単品の除去 
副食の除去 

副食の一部取り除き

除 去 食 弁当・ 一部弁当持参 

給
食
準
備

○ 給食時間には確実に該当児童生徒

の手元に届く ようにする 

○ アレルギー物質を含む食品が、 該

当児童生徒に配膳されないよう に

する 

○ 持参した弁当が

そろっているか

を確認する 

○ 対象となる献立が配膳されてい

ないことを確認する 

○ 該当児童生徒が副食の一部取り

除きをしているかを確認する 

給
食
の
時
間

→学級担任 他の児童生徒 

○ アレルギーは好き嫌いではないことを理解させ、食べることを強要したり、勧め

たりしないように指導する 

○ 食事中は、 周りの児童生徒からの食物接触や誤飲・ 誤食に十分注意する 

該当児童生徒が給食当番を行う場合は、 アレルギー物質に触れないよう配慮する 

○ 該当児童生徒に、

除去食が間違いな

く 配食されたかを

確認する 

○ 児童生徒の食物アレルギー症状

について把握し、朝の打ち合わせ

等で確認された連絡を、他の児童

生徒にも伝える 

○ 本人、給食当番や他の児童生徒へ

の説明を十分に行い、誤配がない

ように注意する 

○ アレルギー物質を含む食品が、該

当児童生徒の食器等に付着しな

いように注意する 

→学級担任 学級の児童生徒 

○ アレルギー物質を含む食品が配食・ 配膳されないように確認する 

→学級担任 該当児童生徒 

○ 本日の対応の確認ができたことを管理職等と確認し合う 

○ 該当児童生徒が誤っておかわりをしないように確認する 

○ 誤飲・ 誤食があった場合は、「 アレルギー緊急時対応マニュアル」（ Ｐ34参照）

に沿って対応を行う 

給食終了時 
○ 健康観察を行う 

→学級担任 該当児童生徒 

→学級担任 該当児童生徒 
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第４章 緊急時（ アナフィ ラキシー発症時） の対応

１ 緊急時への備え

  児童生徒に食物アレルギーが発症した場合には、かけがえのない生命を守るため迅速で適切な対

応が求められる。対応を確実に行うには、名古屋市教育委員会が作成した「 アレルギー緊急時対応

マニュアル（ 以下、マニュアル）」 及び「 緊急時個別対応マニュアル（ 以下、個別対応マニュアル）」

をよく 理解し、必要時にすぐ取りだして利用できるように周知しておく 。

マニュアルは、全部で4ページから構成される。その中の2ページ目は、独立した「 個別対応マ

ニュアル」 としても使用できる。本章では、このマニュアルに準拠して、緊急時への備えと対応の

流れについて解説する。なお、このマニュアルは、各学校の「 食物アレルギー対応委員会」 で検討

した上で、 学校の実情に応じて適宜修正を加えて使用してもよい。  

(1)  教職員の役割分担（ P34「 アレルギー緊急時対応マニュアル」）  

食物アレルギーの発症に備え、教職員の役割分担をあらかじめ想定しておく 。症状が強い場合は、

担任や養護教諭を含めて３人以上の教職員と、 管理職（ 校長・ 教頭） で対応する。  

現場では、 リーダーの存在が重要となる。 第一発見者（ 多く は担任） がまずリーダー役となる。

ただし、第一発見者は動揺して冷静な判断が難しいことも多いので、現場に管理職や教務主任・ 学

年主任が到着して状況を把握したら、順次リーダーを交代する。養護教諭や管理職が不在の場合は、

あらかじめ決められた分担にとらわれることなく 、 臨機応変に対応する。  

特に、 救急車要請や「 エピペン 」 使用の決断はリーダーだけに委ねることなく 、 必要性を感じ

た教職員の判断を尊重して積極的に実施する。緊急時の積極的な判断や実施に関しては、後日決し

て個人責任が追及されないことを、 あらかじめ確認しておく 。  

役割 職員（ 優先順）  主な役割 

リーダー 

1.  管理職（ 校長、 教頭）  

2.  教務主任・ 学年主任など 

3.  管理職到着までは第一発見者 

・ 職員への対応の指示 

・ 対応について指示・ 判断（ 救急車要請など）

・ 保護者への状況説明 

・ 教育委員会への報告 

観察役 

1.  養護教諭 

2.  担任（ 第一発見者）  

・ 症状の観察、 緊急性の判断 

・ 子どもに声をかけ続ける 

・ 投薬・ 処置（「 エピペン 」 使用を含む）  

連絡役 

1.  その他の教職員 

2.  担任（ 養護教諭がいたら）  

・ 管理職、養護教諭、その他の教職員を集める

・ 救急車の要請、 到着時の誘導 

・ 保護者への連絡 

・ 主治医や緊急医療機関へ連絡 

・ 他の児童生徒への対応 

準備役 

1.  その他の教職員 ・ マニュアルを準備 

・ 緊急時薬・「 エピペン 」 を準備 

・ AEDを準備 

・ その他の必要物品準備・ 観察役の補助 

・ 経過の記録 

情報収集 1.  栄養教諭・ 学校栄養職員 ・ アレルギー物質の情報の収集 
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(2)  連絡先の確認（ P35「 緊急時個別対応マニュアル」）  

「 食物アレルギー対応給食申請書」 や、「 学校生活指導管理表」 等をもとにして、 保護者及び

医療機関などの連絡先を確認し、「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 に記載して、 まとめておく 。  

(3)  緊急時に搬送する医療機関の確保（ P35「 緊急時個別対応マニュアル」）  

医療機関については、 かかりつけの主治医が必ずしも緊急受診先になるとは限らない。  

主治医が遠方の専門医療機関であっても、 迅速に電話相談に応じて、 適切な指示を受けられ 

る場合もある。   

こうした主治医との関係については、 個別面談などで把握して、 個別対応マニュアルに記載

しておく ことが望ましい。  

近隣の救急医療機関については、 あらかじめ受け入れ状況を把握しておく ことが望ましいが 

救急車を要請した場合の搬送先は、 救急隊員が手配することになる。  

(4)  緊急時の薬剤の保管（ P35「 緊急時個別対応マニュアル」）  

保護者から「 緊急時薬」 や「 エピペン 」 の所持を希望する申し出があれば、 薬の名前やその 

特徴を把握すると共に、 使用方法や使用のタイミ ング、 保管場所等を確認しておく 。  

また、 どのような症状が出た場合に医療機関へ搬送するのか、 保護者と共通理解をしておく 。 

２ アレルギー症状に使用される薬の種類と特徴

(1) 内服薬（ 抗ヒスタミ ン薬、 ステロイド薬）  

    内服薬としては、 多く の場合、 抗ヒスタミ ン薬やステロイド薬を処方されている。  

しかし、 これらの薬は、 内服してから効果が現れるまでに30分以上かかるため、 アナフィ ラ 

キシーなどの緊急を要する重篤な症状に対して効果を期待することはできない。 誤食時に備え 

て処方されることが多い医薬品だが、 軽い皮膚症状などに対して使用するものと考える必要が

ある。  

アナフィ ラキシーやアナフィ ラキシーショ ックなどの重篤な症状には、 内服薬よりもアドレ 

ナリン自己注射薬（「 エピペン 」） をすぐに注射する必要がある。  

【 ワンポイント  アナフィ ラキシーに備え処方される内服薬の特徴】  

＜抗ヒスタミ ン薬＞ 

  アナフィ ラキシー症状は、ヒスタミ ンという物質などによって引き起こされる。  

抗ヒスタミ ン薬は、 このヒスタミ ンの作用を抑える効果がある。  

しかし、 その効果は限定的で、 過度の期待はできない。  

＜ステロイド薬＞ 

アナフィ ラキシー症状は時に2相性反応（ 一度おさまった症状が数時間後に再び出現する）  

を示す。  

ステロイド薬は、 急性期の症状を抑える効果はなく 、 2相目の反応を抑える効果が期待されて 

いる。  
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 (2)  アドレナリン自己注射薬（「 エピペン 」）

「 エピペン 」 は、 アナフィ ラキシーを起こす危険性が高く 、 万一の場合に直ちに医療機関で

の治療が受けられない状況下にいる者に対し、 事前に医師が処方する自己注射薬である。  

医療機関での救急蘇生に用いられるアドレナリンという成分が充填されており、 患者自らが 

注射できるように作られている。 このため、 患者が正しく 使用できるように処方に際して十分

な患者教育が行われることと、 それぞれに判別番号が付され、 使用した場合の報告など厳重に

管理されていることが特徴である。  

「 エピペン 」 は医療機関外での一時的な緊急補助治療薬であるため、 万一、「 エピペン 」 が 

必要な状態になり使用した後は速やかに医療機関を受診しなければならない。  

■ 教職員全員の共通理解 

 児童生徒が「 エピペン 」 の処方を受けている場合には、「 エピペン 」 に関する一般的な知識や

処方を受けている児童生徒についての情報を教職員全員が共有しておく 必要がある。  

これは、 予期せぬ場面で起きたアナフィ ラキシーに対して、 教職員誰もが適切な対応をとるた

めには不可欠なことである。 

■ 「 エピペン 」 の管理 

   児童生徒がアナフィ ラキシーに陥った時に「 エピペン 」 を迅速に注射するためには、 児童生徒

本人が携帯・ 管理することが基本である。 しかし、 それができない状況にあり、 対応を必要とす 

る場合は、 児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、「 エピペン 」 の管理について、

学校は、 保護者・ 本人、 主治医・ 学校医、 学校薬剤師等と十分な協議を行っておく 必要がある。  

   児童生徒の在学中に、 学校が代わって「 エピペン 」 の管理を行う場合には、 学校の実状に即 

して、 主治医・ 学校医・ 学校薬剤師等の指導の下、 保護者と十分に協議して、 その方法を決定す 

る必要がある。 方法の決定にあたっては、 以下の事柄を関係者が確認しておく ことが重要。  

・  学校が対応可能な事柄   

・  学校における管理体制 

・  保護者が行うべき事柄（ 有効期限、 破損の有無等の確認） など 

   その他、学校は保管中に破損等が生じないよう十分に注意するが、 破損等が生じた場合の責任 

は負いかねることなどについて、 保護者の理解を求めることも重要である。  

「 エピペン 」 は含有成分の性質上、 以下のような保管が求められている。 

   〇 光で分解しやすいため、 携帯用ケースに収められた状態で保管し、 使用するまで取り出すべ 

きではない。  

℃ ℃15 ―30〇 で保存することが望ましく 、 冷所または日光のあたる高温下等に放置すべきでは 

ない。  

［「 エピペン 」 の所持及び教職員による使用に関する留意点］  

アナフィ ラキシーの進行は一般的に急速であり、「 エピペン 」 が手元にありながら症状によっ 
ては、 児童生徒が自己注射できない場合も考えられる。「 エピペン 」 の注射は法的には「 医行
為」 にあたり、 医師でない者（ 本人と家族以外の者である第３者） が「 医行為」 を反復継続する
意図をもって行えば医師法（ 昭和23年法律第201号） 第17条に違反することになる。  
 しかし、アナフィ ラキシーの救命の現場に居合わせた教職員が、「 エピペン 」 を自ら注射できな
い状況にある児童生徒に代わって注射することは、緊急やむを得ない措置として行われるものであ
り、 医師法違反にならないと考えられる。 また、 医師法以外の刑事・ 民事の責任についても、 人
命救助の観点からやむを得ず行った行為であると認められる場合には、関係法令の規定によりその
責任が問われないと考えられる。      

「 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《 令和元年度改訂》 「 エピペン 」 の使用について」 より
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３ 緊急時対応の流れ（ P34「 アレルギー緊急時対応マニュアル」）

(1) 初発症状に気づく こと 

アレルギー症状への対応で最も大切なのは、 症状の早期発見である。  

強いアレルギーのある子どもほど、 自分の体の違和感を敏感かつ的確に感じて表現する。 漠然 

とした「 気持ち悪い」「 息苦しい」「 のどが変な感じ」 という表現や、 咳、 顔の赤み、 鼻水などが、 

症状の始まりであることが多い。  

強いアレルギー症状であっても、最初からすべての症状が出ることはなく 、一般的なアレルギー

症状(P. 1)のいずれかから始まる。その中でも、呼吸器症状（ 咳、ゼーゼーなど） が皮膚の症状（ か

ゆみ、赤み）よりも先に出現した時に、強い症状に進展する場合が多いことを、念頭におく とよい。  

食物アレルギーの症状は、 給食時間に限らず、 食後の運動時や教科学習中に起こることもある。 

従って、 アレルギーのある子どもが何らかの違和感を訴えた時には、 真っ先に「 アレルギー症 

状の始まり」 である可能性を考えて、 子どもから目を離さずに次の行動に移ることが大切である。 

アレルギー症状であれば、 初発から 10 20分程度で客観的に観察できる症状に進行することが 

多い。  

(2)  適切な場所の確保 

経過観察の際には、安静を保ち、その後の処置をスムーズに行うために、保健室に移動することが

望ましい。しかし、移動のために長い距離を早足で歩く と症状が悪化することがある。明らかなじん

ま疹や咳、 息苦しさ、 腹痛がある場合には、 できる限り車椅子などで移動することが望ましい。  

会話しにく い程の強い咳や呼吸困難、 激しい腹痛やおう吐、 顔色不良や手足の冷感など、 強いア 

レルギー症状がすでに起きている場合は、 移動せずにその場で緊急対応を続けることを決断する。

(3)  必要な人の確保と役割分担 

第一発見者は、 できる限り本人から離れることなく 、 大声で呼びかけるか、 他の児童生徒に依頼 

して近く の教職員を集める。 強い症状が疑われれば、 養護教諭を含めた3人以上の教職員及び管理 

職で役割分担（ P26） をして対応することが望ましい。  

４ 緊急時の観察と判断（ P35「 緊急時個別対応マニュアル」）

(1)  緊急時の判断と対応の基本ポイント  

症状を観察する時には、まず「 緊急性が高いアレルギー症状」（ 赤枠） に該当するかどうかをチェ

ックする。これに当てはまらなければ、 中等症の症状（ 黄枠）、軽い症状（ 青枠） の順に該当する症

状をチェックして、 該当する対応を行う。  

「 緊急性が高いアレルギー症状」 に該当しないかどうか、 5 分毎にチェックする。 症状の程度の判

断に迷う場合は、 強めの症状と考えて対応を進めるよう心がける。  

(2)  緊急性が高いアレルギー症状 

食物アレルギーなどによるアナフィ ラキシー症状が疑われる状況下では、次の頁の症状が一つでも 

あてはまれば、緊急性が高いアレルギー症状と判断する。 この基準は、 日本小児アレルギー学会の 

アナフィ ラキシー対応ワーキンググループが2013年7月に決定したものであり、「 エピペン 」 が処 

方されている患者であればただちに注射するなど、 緊急対応を行う適応を示している。

この項目の中には、 最も頻度の多い皮膚症状が敢えて含まれていない。 それは、 皮膚症状単独で 

は、 緊急性が高い症状と判断しないためである。  
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医学的には、 アナフィ ラキシーは複数の臓器に症状を認めることと定義されている（ 明らかな原 

因暴露後にショ ック症状を単独で呈した場合を除く ）。 しかし実際には、 強いアレルギー症状が出現 

する場合、 大部分は皮膚症状も含めた複数臓器の症状が認められる。  

この基準は、 こうした事情を踏まえた上で、 医療関係者以外の人が容易に判断できることを重視 

して、 アレルゲン暴露が確認されているか、 又は皮膚症状も含む複数の症状が認められる状況下で、 

一つでもこれに該当すれば緊急性が高いと判断するべき所見を挙げたものである。  

緊急性が高いアレルギー症状の判断基準(一般向け「 エピペン 」 の適応)

（ 日本小児アレルギー学会2013. 7）  

(3)  緊急性が高いアレルギー症状への対応 

「 エピペン 」 を所持している場合は、 直ちに使用すると同時に救急要請（ 119番通報） を行う。  

「 エピペン 」がない場合、可能な限り緊急時薬を服用（ 又は吸入）するとともに救急要請を行う。  

「 エピペン 」 の使用有無にかかわらず、救急車待機中は頭を低く して仰臥位で寝かせ、下肢を 15

30cm挙上した「 ショ ック体位」 をとる。 これは、 血管拡張によって血圧が低下することを防ぎ、

心臓から脳への血流を保つための体位である。 立ったり歩いたりすると、 急激に血圧が低下して意

識消失する危険がある。  

尿意や便意を感じ、意識障害と共に失禁する場合がある。特に、ト イレに座らせて排泄すると、副

交感神経が働いて急激に血圧が低下し、失神する危険がある。どうしても排泄したいときは、差し込

み便器や吸水シート （ 紙おむつ）、 新聞紙などを利用してでも、 寝かせたままの状態で行う。  

突然おう吐する場合があるため、 それに備えた洗面器やうがい用の水とコップを準備する。 おう

吐する場合は、 体と顔を横に向ける。 腹痛が強い場合は、 腹部を温めてもよい。  

区  分 基準となる症状 

消化器の症状 
・ 繰り返し吐き続ける  

・ 持続する強い(がまんできない)腹痛 

呼吸器の症状 

・ のどや胸がしめつけられる 

・ 声がかすれる 

・ 犬が吠えるような咳 

・ 持続する強い咳き込み 

・ ゼーゼーする呼吸(ぜん息発作と区別できない場合も含む) 

・ 息がしにく い 

全身の症状 

・ 唇や爪が青白い 

・ 脈が触れにく い・ 不規則 

・ 意識がもうろうとしている 

・ ぐったりしている 

・ 尿や便を漏らす      
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寒気を感じて、四肢から全身がガタガタと震える場合がある。その際には、全身を温めてもよい。  

一時的に、 体温が急激に上昇することもある。  

咳やセーゼーのため息苦しい場合、 ぜん息発作に準じて上半身を起こし、 座った姿勢の方が楽な 

場合がある。 顔色不良など低血圧症状に注意しながら座らせる。 スポーツ用の酸素吸入ボンベなど 

があれば、 使用してもよい。 

かゆみやじんま疹は、濡れたタオルなどで局所を冷やしてもよい。ぬり薬は、緊急処置としては効

果がない。 皮膚症状は、 苦痛ではあるが危険性の高い症状ではないので、 声をかけて励ます。  

意識状態と発声の状態を確認するために、 定期的に声をかけてできるだけ会話する。  

意識があっても苦しそうで声がかすれたり、発声できなかったりするのは、喉頭浮腫で窒息の危険    

が迫っている症状といえる。頭部を少し後屈して顎を挙上して、下顎を両手で軽く 持ち上げる、いわ 

ゆる気道確保を行う。   

 (4)  救急要請(119番通報)の留意点（ P37「 心肺蘇生とＡＥＤの手順」）  

救急要請に際しては、「 あわてず、ゆっく りと、正確な情報を伝えること」 に心掛ける。通報に際して

は、 次のポイント を整理しておく とよい。  

 ※  常に連絡先電話番号で、 電話受信ができるようにしておく 。  

※  必要に応じ、 救急隊が到着するまでの応急手当の方法を聞く 。  

※  救急隊到着時に誘導する係が、 校門前で待機する。  

① 救急であること 

② 学校名、 学校の住所、 電話番号 

③ 「 いつ」「 だれが」「 どうして」「 現在どういう状態なのか」  

④ 「 エピペン 」 の処方や使用の有無 

⑤ 通報している教職員の氏名と、 連絡先電話番号 
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５ 「 エピペン 」 の使い方（ P36「 エピペン 」 使用の手順）

   「 エピペン 」 の使用判断や実際の使用は、 可能な限り複数の教職員で対応する。 管理職がいれば

使用の判断を下すが、 いない時には対応している教職員の判断で使用してよい。「 エピペン 」 の作

用は短時間であり、 主な副作用も一過性の動悸や震えであるため、 使用の判断が早すぎて問題にな

ることは想定されない。 むしろ使用の遅れの方がリスクが高いことを認識して、「 迷ったら打つ」 と

いう姿勢で臨む。  

①  注射ができる体勢を整える 

・  仰向けで寝かせて、 下肢をやや挙上する「 ショ ック体位」 が基本。  

・  手足を動かさないように、 できれば複数の教職員で押さえる。  

・  注射部位は、 大腿の真ん中（ 足の付け根と膝の中央） で、 正面から真横の間。  

・  自分が子どもの脇に位置した場合、 自分と反対側の大腿に打つ方が、 体位が安定して打ちや 

すい。  

・  ズボンの上からでも注射できるが、 ポケット の中身に当たらないように確認する。  

②  「 エピペン 」 をケースから取りだして、 利き手で握る 

・  注射部位の狙いを決めてから、「 エピペン 」 をケースから取り出す。  

・   注射器の窓から見える薬液が透明（ 黄色く ない） であること、 沈殿がないことを確認する。  

・   オレンジ色のペン先（ ニードルカバー） を下に向けて、 注射する「 利き手」 で握る。  

・  親指を「 グー」 で握り、 ペンの頭にかけないようにする（ 万一ペンを逆さに持った場合の誤 

注射を避けるため）  

③  注射部位を決めてから、 安全キャップを引き抜く  

・   利き手で握ったまま、 反対の手で安全キャップを外す。  

・   安全キャップを外した後で、 握り直すことなく 注射の 

動作にはいることが望ましい。  

④  太ももに注射する 

・  オレンジ色の先端を、 注射位置に垂直に軽く 押し当てる。  

・  垂直を保ったまま、 グッと押しつける。（ 振り下ろして 

注射しない）  

“ ”・  パン！ と音がした瞬間に、 針が出て注射が完了して 

いる。  

・  そのまま、 約5秒間押し当てたまま待つ。  

⑤  注射完了の確認 

・  「 エピペン 」 を太ももからゆっく り離す。  

・  オレンジ色のニードルカバーが伸びてく れば、 注射は 

完了している。  

・  手応えがない場合の主な原因は、 安全キャップの取り 

忘れ、 上下逆に保持、 垂直に押す力不足。  

③・  に戻って、 再度やり直す。  

・  「 エピペン 」 の窓には、 まだ薬液が残っているように 

見えるが、 注射は完了しているので問題ない。  
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⑥  観察と記録 

・  注射部位は、 軽く 揉む。  

・  注射時間を記録して、 その後の症状をよく 観察する。 症状は、 分単位で変化する。  

・  救急車で病院まで搬送する。  

・  使用後の「 エピペン 」 は、 病院に持っていく 。（ ニードルカバーが伸びていて、 ケースには戻せ 

ない）  

６ 「 エピペン 」 使用後の配慮点

「 エピペン 」 の効果は、注射後1 2分で出現する。多く は症状が軽快して咳や呼吸困難、腹痛も  

改善する。 一過性の心拍数の増加（ 動悸） や手足の震え、顔色不良（ 末梢血管収縮による） 、四肢の 

冷感などが生じることがあるが、 アドレナリン本来の作用であるため心配しなく てよい。  

一時的に症状が軽快しても、 座らせたり立たせたりすると急激に血圧が低下することがあるので、 

仰向けを保ったまま救急隊の到着を待つ。 「 エピペン 」 の効果は、 15 20分で消失する。 万一症状 

が再燃してきても医療機関受診までに時間がかかる場合（ 野外学習など） で、 2 本目の「 エピペン 」  

が準備されていれば、 再度使用することができる。  

児童生徒を医療機関へ搬送する際には、必ず教職員が付き添う。搬送時は、 資料３「 学校生活管理 

指導表」、資料７「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 や症状経過の記録及び使用済み「 エピペン 」 を持参

する。  

医療機関に到着したら、「 エピペン 」 使用前の症状、「 エピペン 」 を使用した時刻、使用後の症 

状の経過を医師に伝え、 太ももの注射部位を見せる。  

７ 心肺停止状態に陥った場合（ P37「 心肺蘇生とＡＥＤの手順」）

「 エピペン 」 使用の有無にかかわらず、 万一症状が急激に進行して心肺停止状態に陥った場合は、 

Basi c Li fe Support (BLS)の手順に従って胸骨圧迫、 人工呼吸、 AEDなどによる蘇生を開始する。  

＜ 参 考 文 献 ＞ 

 『 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン』        （ 財） 日本学校保健会 

 『 食物アレルギーによるアナフィ ラキシー学校対応マニュアル』     （ 財） 日本学校保健会 

 『 食物アレルギー緊急時対応マニュアル』            東京都健康安全研究センター 

 『 学校給食における食物アレルギー対応の手引き』             愛知県教育委員会 

 『 神戸市児童生徒等アレルギー疾患対応マニュアル』     神戸市教育委員会・ 神戸市医師会 

 『 アレルギー疾患の児童生徒対応マニュアル』               横浜市教育委員会 
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③  資料５ － 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変更・ 辞退用）  【様式３－３】

資料６      「 食物アレルギーの経過報告書」          【様式４】

資料７ 「 面談記録表（ 兼個人調査表）」

資料８ 「 食物アレルギー対応チェックリスト ｣       【様式５】
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資料10  「 アドレナリン自己注射薬の持参について（ 報告）」     

→   →    掲載資料については、 学校事務センターホームページ  各課のページ（ 主な掲載資料）  

◆  →   →   →  学校保健課  １  資料集  ３ ４  給食 「 食物アレルギー対応の手引き《 令和５ 年１ 月

改訂版》 資料１ ～１ ０ 」 から取り出して活用してく ださい。  
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①  資料１－

    年  月  日 

保護者 様 

○ ○ ○名古屋市立 学校長 

○ ○  ○ ○  

学校給食における食物アレルギー対応について 

名古屋市立小学校、特別支援学校及び鳴海中学校では、食物アレルギーのある児童生徒を対象に、下

記の通りに食物アレルギー対応給食を実施しております。  

食物アレルギー対応給食を安全に実施するためには、児童生徒のアレルギー疾患の状況等を把握した

うえで、個々 の実態に応じた適切な対応を行う必要があります。 つきましては、別紙「 食物アレルギー

対応給食の実施にかかわる調査表」【 様式1】に必要事項をご記入の上、   月    日 (    )までに、  

必ずご提出く ださいますようお願いします。  

記 

１  食物アレルギー対応給食の基本的な対応について 

(1)   食物アレルギー対応給食は、 児童生徒が医師の診断を受け、 保護者が申し出た場合に行います。

対応を希望される方には、後日、関係書類（「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)」「 食物アレ

ルギー対応給食申請書」「 食物アレルギーの経過報告書」） の提出をお願いしています。  

(2)   アレルギー症状が重い場合や、原因食物を取り除く と献立が成り立たない場合は、集団給食の限

界を超えますので、 弁当持参などの協力をお願いします。  

(3)   ソバ、 落花生（ ピーナッツ）、 カシューナッツ、 クルミ 、 キウイフルーツ、 やまいもは給食の献

立には使用しませんが、 教材や校外学習などでの配慮が必要な場合は、「 食物アレルギー対応給食

申請書」 の提出をお願いします。  

２   食物アレルギー対応給食の内容 

 (1)   学校の教職員が行うもの 

①  除去食 

食物アレルギーの原因食物を取り除いて調理を行います。ただし、 除去する食物は「 卵、乳製

品､ごま」 とし、 調理最終工程で取り除く ことができる場合に限ります。  

例えば、「 にら卵スープ」 の調理では、調理最終工程で、アレルギー物質の「 卵」 を加える前に

スープを取り分けて除去食とします。  

  ②  副食の除去 

原因食物を含む副食そのものを取り除きます（ 配膳しません）。 除去食対応ができない副食が 

主な対象となります。 この場合、 他の副食を多く 配膳するなどの配慮を行いますが、 家庭から 

一部弁当持参をお願いする場合もあります。  

副食の除去は、「 学校給食こんだて（ 児童生徒配付用）」 に記載してある一つの献立ごとに食 

べるか、 食べないかの対応をします。  

  ③   単品の除去 

調理を行わず、単品ごとに配付する原因食物を取り除きます（ 配膳しません）。  

(2)  児童生徒が行うもの 

①  副食の一部取り除き 

配膳された副食の中から、 原因食物（ むきえび、 いか、 うずら卵等） を自分で取り除きます。

食物アレルギーによる症状が比較的軽い児童生徒を対象とします。  
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【様式１】

食物アレルギー対応給食の実施にかかわる調査表（ 新入生・ 転入生用）   

 学年   組 

児童生徒氏名

保護者氏名 

１  食物アレルギーがありますか（ 給食に出ない食品を含む）  

○  ある      とく にない   （ どちらかに、 をつけてく ださい）  

「 ある」 と答えた方は、 ２ ５の質問にお答えく ださい。「 とく にない」 方は、 ここで終わりです。

２  食物アレルギーの原因となる食品名と症状等をお書きく ださい。  

３  食物アレルギー対応給食を希望しますか。（ ソバ・ 落花生〔 ピーナッツ〕・ カシューナッツ・ クルミ・

キウイフルーツ、やまいもなど献立に使われない食品でも、配慮が必要な場合は「 希望する」 として

く ださい。）  

○ 希望する     希望しない   （ どちらかに、 をつけてく ださい）  

４  食物アレルギーで、 医療機関に受診していますか。  

○ 受診している   受診していない （ どちらかに、 をつけてく ださい）  

５  お子様の食物アレルギーに関することで、学校に知っておいてほしいことがありましたらお書きく

ださい。  

食品名 症状など 

(例)鶏卵 じんましん 
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資料２

学校給食の食物アレルギー対応を希望される保護者のみなさまへ

名古屋市立    学校 

食物アレルギーがあって、 学校の給食をそのままでは食べられない場合は、 保護者の

方からの申し出により、集団給食のなかで可能な範囲での除去食等の対応をいたします。 

除去食等の実施にあたっては、 医師の指示にもとづき、 ご家庭と連携を図って慎重に

すすめていかなければなりません。 したがいまして、 次の点につきましてご協力をお願

いいたします。  

１  学校で実施できる食物アレルギー対応給食の内容は、 次の通りです。  

(1)   学校の教職員が行うもの 

①  除去食 

食物アレルギーの原因食物を取り除いて調理を行います。ただし、除去する食物

は「 卵､乳製品､ごま」とし、調理最終工程で取り除く ことができる場合に限ります。  

例えば、「 にら卵スープ」 の調理では、 調理最終工程でアレルギー物質の「 卵」

を加える前にスープを取り分けて、 除去食とします。  

  ②  副食の除去 

原因食物を含む副食そのものを取り除きます（ 配膳しません）。 除去食対応がで 

きない副食が主な対象となります。この場合、他の副食を多く 配膳したりするなど 

の配慮を行いますが、 家庭から一部弁当持参をお願いする場合もあります。  

副食の除去は、「 学校給食こんだて（ 児童生徒配付用）」 に記載してある一つの 

献立ごとに食べるか、 食べないかの対応をします。  

③   単品の除去 

調理を行わず、 単品ごとに配付する原因食物を取り除きます（ 配膳しません）。 

(2)  児童生徒が行うもの 

①  副食の一部取り除き 

配膳された副食の中から、原因食物（ むきえび、いか、うずら卵等） を自分で取

り除きます。 食物アレルギーによる症状が比較的軽い児童生徒を対象とします。  

※ 令和５年４ 月から、 マヨネーズ、 タルタルソースは、 卵不使用のものに変更
します。

２  食物アレルギー症状が重い場合や、 アレルギー物質を含む食物を取り除く と献立と

して成り立たない場合は、 家庭から一部弁当持参、 又は完全弁当持参をお願いするこ

とがあります。  

  弁当を持参する場合は、 保冷バックや保冷剤を活用してく ださい。  

  持参した弁当を学校の電子レンジ等で温めることは調理に該当し、 変質する恐れも 

 あるため行いません。  

＜本市 給食  、次 食品 使用      ＞
落花生（     ）            
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３  食物アレルギー対応給食は、 児童生徒が医師の診断を受け、 保護者が申し出た場合

に行います。  
(1)  食物アレルギー対応給食を希望される方は、「 食物アレルギー対応給食申請書」

【様式３】と「 食物アレルギーの経過報告書」【様式４】、「 学校生活管理指導表（ 食

物アレルギー用）」【様式２】をお渡ししますので、 提出をお願いします。  

(2)  食物アレルギーに関して医療機関（ 病院・ 医院） で診察・ 検査を受ける時は、必

ず健康保険証・ 各種医療証（ こども医療証等） を持参してく ださい。保険診療扱い

になります。受診される場合は、医師への「 お願い」 の文書及び「 学校生活管理指

導表（ 食物アレルギー用）」【様式２】、「 食物アレルギー対応給食申請書」【様式３】、

「 食物アレルギーの経過報告書」【様式４】を持参し、 医師にお見せく ださい。   
なお、「 学校生活管理指導表（ 食物アレルギー用）」 の文書料金についても、保険

診療扱いとなりました（ 令和４年４月１ 日より）ので、医師に作成を依頼する時に

も、 健康保険証・ 各種医療証（ こども医療証等） を持参してく ださい。  
その際、 主治医と学校医が同一の場合は、 診療情報の提供の対象とならないの

で、 ご了承く ださい。  

４  上記書類を提出していただいた後に、 保護者面談を行って、 具体的な対応について

確認させていただきます。 また、 必要に応じて学校から医師にご連絡させていただく

場合もあります。  

５  給食対応を受けている間は、 定期的に医師の診断を受け、 児童生徒の状態を確認し

てく ださい。 年度途中に除去内容に変更がある場合は、「 食物アレルギー対応給食  
申請書（ 変更・ 辞退用）」【様式３-３】と「 学校生活管理指導表（ 食物アレルギー用）」   

【様式２】を出してく ださい。  

６  除去食対応（ 調理の最終工程での取り除き）ができる献立は、「 学校給食こんだて（ 児

童生徒配付用）」 に記載してあります。 献立に含まれるアレルギー物質は、「 学校給食

献立表（ 調理場用献立表）」 に記載してあります。ご確認く ださい。どちらも毎月配付

します。  

７  食物アレルギー対応給食の実施は、 保護者が毎月の「 学校給食こんだて（ 児童生徒
配付用）」 と「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 で除去食対応献立及びアレルギー

物質を確認し、 対応希望の献立について学校へ連絡があったものについて行います。  

８  食物アレルギー対応給食を申し込まれ、 一部食べない食材（ デザート 等） があった

場合でも、 給食費の減額はありません。 １ 食分全く 食べない場合、 または、 牛乳のみ

喫食し、 その他の献立を一切食べない場合は、 規定額を減額します。  

９  除去食等の対応につきましては、 安全には十分注意して行いますが、 予測できない

事態が発生する場合も考えられます。 緊急の場合は、 保護者の了解を待たずに家庭か
ら指定された病院または救急病院へ搬送しますのでご理解く ださい。  

10 家庭において、 児童生徒に給食の食べ方を十分理解させ、 誤って食べることのない
ようにご協力く ださい。  

11 児童生徒の健康状態や給食内容など、 家庭との連携を密にするために、 定期的に連

絡させていただきますのでよろしく お願いいたします。  
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【様式２】

A 食物アレルギー病型 （ 「 食物アレルギー あり 」 の場合のみ記載 ） A 給食

1 即時型

2 口腔アレルギー症候群

3 食物依存性運動誘発アナフィラキシー B 食物・食材を扱う授業・活動

B アナフィラキシー病型 （ 「アナフィラキシーの既往症 あり 」 の場合のみ記載 ）

1 食物（原因　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　）

2 食物依存性運動誘発アナフィラキシー C 運動（体育・部活動等）

3 運動誘発アナフィラキシー

4 昆虫

5 医薬品 D 宿泊を伴う校外活動

6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　

Ｃ 原因食物・除去根拠（ 該当する食品の番号に ○ 、＜ ＞内に除去根拠を記載 ）

1 鶏卵 ＜　　　　　　＞ Ｅ 原因食品を除去する場合により厳しい

2 牛乳・乳製品 ＜　　　　　　＞ 除去が必要なもの

3 小麦 ＜　　　　　　＞

4 ソバ ＜　　　　　　＞

5 ピーナッツ ＜　　　　　　＞ 　（  　　）に具体的な食品名を記載  鶏卵 ： 卵殻カルシウム

6 甲殻類 ＜　　　　　　＞  牛乳 ： 乳糖・乳清焼成カルシウム

7 木の実類 ＜　　　　　　＞  小麦 ： 醤油・酢・味噌

8 果物類 ＜　　　　　　＞  大豆 ： 大豆油・醤油・味噌

9 魚類 ＜　　　　　　＞  ゴマ  ： ゴマ油

10 肉類 ＜　　　　　　＞  魚類 ： むろあじだし・いりこだし・魚醤

11 その他１ ＜　　　　　　＞  肉類 ： エキス

12 その他２ ＜　　　　　　＞ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　　 　　　　　）  油　  ： アレルギー物質を揚げた油

 １　同意する　　　　　　　　 ２　同意しない 保護者署名　　　　　

○ 　学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意しますか。

治療

   ３　その他 （　　　　 　　　 　     　　　　　　 　）

学校生活上の留意点

     ※    本欄に〇がついた場合、該当する食品を
　      使用した料理については、給食での対応が
        困難になる場合があります。

　  1　管理不要　　　　２　管理必要

　  1　管理不要　　　　２　管理必要

Ｆ その他の配慮・管理事項（自由記載）

   ２　アドレナリン自己注射薬 （「エピペン 」）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

医療機関名 医師名 印

   １　内服薬 （抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

記載日 年 月 日

病 型

　  1　管理不要　　　　２　管理必要

学

校

生

活

管

理

指

導

表

（

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

用

）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

（ すべて・エビ・カニ      　　　　　　　　　　 　　　 　  　 　 　　　）

（ すべて・クルミ・カシュ－ナッツ・アーモンド　　 　　　　　　  ）

名古屋市立 学校 年 組 児童生徒氏名 男 ・ 女 年 月 日 生 提出日 年 月 日

Ａ 緊急時に備えた処方薬

　　1　管理不要　　　　２　管理必要

名
古
屋
市
教
育
委
員
会

［除去根拠］ 該当するもの全てを＜ ＞内に記載

① 明らかな症状の既往

② 食物経口負荷試験陽性
③ IgE抗体など検査結果が陽性
④ 未摂取

保護者氏名 連絡先（電話） － －
緊 急
連絡先 連絡医療機関名 連絡先（電話） － －

＜資料３ ＞
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【様式２】

A 食物アレルギー病型 （ 「 食物アレルギー あり 」 の場合のみ記載 ） A 給食

1 即時型

2 口腔アレルギー症候群

3 食物依存性運動誘発アナフィラキシー B 食物・食材を扱う授業・活動

B アナフィラキシー病型 （ 「アナフィラキシーの既往症 あり 」 の場合のみ記載 ）

1 食物（原因　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　）

2 食物依存性運動誘発アナフィラキシー C 運動（体育・部活動等）

3 運動誘発アナフィラキシー

4 昆虫

5 医薬品 D 宿泊を伴う校外活動

6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　

Ｃ 原因食物・除去根拠（ 該当する食品の番号に ○ 、＜ ＞内に除去根拠を記載 ）

1 鶏卵 ＜　　　　　　＞ Ｅ 原因食品を除去する場合により厳しい

2 牛乳・乳製品 ＜　　　　　　＞ 除去が必要なもの

3 小麦 ＜　　　　　　＞

4 ソバ ＜　　　　　　＞

5 ピーナッツ ＜　　　　　　＞ 　（  　　）に具体的な食品名を記載  鶏卵 ： 卵殻カルシウム

6 甲殻類 ＜　　　　　　＞  牛乳 ： 乳糖・乳清焼成カルシウム

7 木の実類 ＜　　　　　　＞  小麦 ： 醤油・酢・味噌

8 果物類 ＜　　　　　　＞  大豆 ： 大豆油・醤油・味噌

9 魚類 ＜　　　　　　＞  ゴマ  ： ゴマ油

10 肉類 ＜　　　　　　＞  魚類 ： むろあじだし・いりこだし・魚醤

11 その他１ ＜　　　　　　＞  肉類 ： エキス

12 その他２ ＜　　　　　　＞ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　　 　　　　　）  油　  ： アレルギー物質を揚げた油

 １　同意する　　　　　　　　 ２　同意しない 保護者署名　　　　　

○ 　学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意しますか。

治療

   ３　その他 （　　　　 　　　 　     　　　　　　 　）

学校生活上の留意点

     ※    本欄に〇がついた場合、該当する食品を
　      使用した料理については、給食での対応が
        困難になる場合があります。

　  1　管理不要　　　　２　管理必要

　  1　管理不要　　　　２　管理必要

Ｆ その他の配慮・管理事項（自由記載）

   ２　アドレナリン自己注射薬 （「エピペン 」）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

医療機関名 医師名 印

   １　内服薬 （抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

記載日 年 月 日

病 型

　  1　管理不要　　　　２　管理必要

学

校

生

活

管

理

指

導

表

（

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

用

）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　）

（ すべて・エビ・カニ      　　　　　　　　　　 　　　 　  　 　 　　　）

（ すべて・クルミ・カシュ－ナッツ・アーモンド　　 　　　　　　  ）

名古屋市立 学校 年 組 児童生徒氏名 男 ・ 女 年 月 日 生 提出日 年 月 日

Ａ 緊急時に備えた処方薬

　　1　管理不要　　　　２　管理必要

名
古
屋
市
教
育
委
員
会

［除去根拠］ 該当するもの全てを＜ ＞内に記載

① 明らかな症状の既往

② 食物経口負荷試験陽性
③ IgE抗体など検査結果が陽性
④ 未摂取

関連： 手引きＰ３「 食物アレルギーの病

関連： 手引きＰ４ 「 食物アレルギーの原因食物・ 除去根

※ 「 学校生活管理指導表」 については、

「 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン

《 令和元年度改訂》 」 Ｐ２９～Ｐ４７

「 １－１ 「 病型・ 治療」 欄の読み方」

「 １－２ 「 学校生活上の留意点」 欄の読み方」

についても参考にしてください。

保護者氏名 連絡先（電話） － －
緊 急
連絡先 連絡医療機関名 連絡先（電話） － －

＜資料３ ＞
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＜資４＞

資料４

  年  月 

主治医 様

名古屋市立   学校長

「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)」 等に関するお願い

名古屋市立小学校・ 特別支援学校及び鳴海中学校では、食物アレルギーのある児童

生徒に対して、 食物アレルギー対応給食を提供しています。  

あわせて、万一児童生徒がアレルギー症状を発症した場合に備え、緊急時の対応マ

ニュアルを作成するなど、迅速な対応ができるような校内体制づく りに努めています。 

 これらの対応を適切に行うためには、児童生徒の食物アレルギーについて医療機関

における正確な診断を把握し、一人一人の実態に応じた指導を行うことが大切になり

ます。つきましては、これらの対応を希望する保護者に対して、下記のように関係文

書を提出するように依頼しましたので、食物アレルギー等の検査並びに診断にかかわ

るお取り計らいをお願いします。  

なお、「 診察・ 検査に関しましては、一般保険診療扱いになること」 については保護

者に伝えてあります。また、「 学校生活管理指導表（ 食物アレルギー用） の作成につき

ましては、主治医様と学校医様が同一の場合を除いて、一般保険診療扱いになること」

も合わせて伝えてありますので、 申し添えます。

記 

１  学校生活管理指導表(食物アレルギー用) 【様式２】

食物アレルギーの検査・ 診断の結果に基づき、「 病型」「 学校生活上の留意点」

「 治療」 の欄をご記入く ださい。また、「 記載日 医療機関名 医師名」 のご記入

もお願いいたします。

 特に、 アド レナリン自己注射薬（「 エピペン®」） を処方されている場合は、   

「 治療Ａ 緊急時に備えた処方薬」 の記載をお願いいたします。

２  食物アレルギー対応給食申請書【様式３】及び食物アレルギーの経過報告書

【様式４】

   食物アレルギー対応給食を希望される場合は、 この申請書及び経過申告書を

保護者自身が記入し、提出します。記入内容について、ご確認、ご指導をお願い

いたします。

(問い合わせ先) 名古屋市立     学校 

                       電 話   
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①資料５－ 【様式３－１】

①＜資５－ ＞

食物アレルギー対応給食申請書（ 新規用）〔  新入学 ・  転入 ・  在学中 〕  

提出日 年 月   日 

              学校長 様 

保護者氏名                

○  食物アレルギーへの学校給食での対応について、下記の必要書類を添えて申請します。 

ふりがな 

児童生徒氏名 
生年月日      年   月   日 

性   別 男  ・   女 年 組        年      組 

住   所 
〒                                    

℡  (        )            

緊急時連絡先 

℡氏名・ 続柄・

氏名 

        （ 続柄     ）  

℡  

携帯 

氏名 

        （ 続柄     ）  

℡  

携帯 

○  学校給食での食物アレルギー対応について（ 該当する項目をチェックしてく ださい。）  

□  →  対応食希望 下記のいずれかをチェックしてく ださい（ 複数可）  

□  □  □  除去食（ 卵、乳製品、ごま）    副食の除去    単品の除去 

  □  副食の一部取り除き（ 配膳された副食から自分で取り除いて食べる）  

  □  献立に使われない食品（ ソバ、落花生〔 ピーナッツ〕、カシューナッツ、クルミ、キウイフルーツ、

やまいも） だけ対応希望 

□   完全弁当持参  

□  その他希望する事柄（                                ）  

○  添付書類（ 必須）  

□  学校生活管理指導表（ 食物アレルギー用）【様式２】

（ ただし、「 副食の一部取り除き」 のみを希望する場合は、提出不要）  

□  食物アレルギーの経過報告書【様式４】

○  食物アレルギー対応給食の実施にあたり、下記のことを理解して同意します。 

（ 確認の上、すべての項目をチェックしてく ださい。）  

□  栄養・ 献立面で不足が生じる可能性があること。 

□  不足があれば、一部弁当持参が必要な場合があること。 

□  １食のうち一部（ 牛乳を除く ） でも喫食する場合は、給食費の減額の対象にはならないこと。 

□  微量混入（ コンタミネーション） の可能性が完全には排除できないこと。 

□  定期的及び必要に応じて、対応内容について学校側と協議する必要があること。 

□  この申請及び給食対応の内容は、学校の全職員に情報が共有されること。 

□  申請内容は審査の結果によりすべて実現するとは限らず、改めて詳細な面談を行った後に決定さ

れること。 

（【様式３－１】の情報は、食物アレルギー対応に限って使用します。）  



[ Ｐ7 8 9 資料3 ]

②資料５－ 【様式３－２】

②＜資５－ ＞ 

食物アレルギー対応給食申請書（ 継続用）  

提出日      年   月   日 

              学校長 様

保護者氏名                

食物アレルギーによる学校給食での対応の継続について、下記のとおり申請します。 

なお、診断の結果は、昨年度と変更が（  ありません  ・   あります ）。 

変更がない場合にも、診断書（ 学校生活管理指導表）、報告書を添付してく ださい。 

○  食物アレルギーへの学校給食での対応について、下記の必要書類を添えて申請します。 

ふりがな 

児童生徒氏名 
生年月日       年   月   日 

性   別 男  ・   女 年 組        年      組 

住   所 
〒                                    

℡  (        )            

緊急時連絡先 

℡氏名・ 続柄・

氏名 

        （ 続柄     ）  

℡  

携帯 

氏名 

        （ 続柄     ）  

℡  

携帯 

○  学校給食での食物アレルギー対応について（ 該当する項目をチェックしてく ださい。）  

□  →  対応食希望 下記のいずれかをチェックしてく ださい（ 複数可）  

□   □  □  除去食（ 卵、乳製品、ごま）   副食の除去  単品の除去 

  □  副食の一部取り除き（ 配膳された副食から自分で取り除いて食べる）  

□  献立に使われない食品（ ソバ、落花生〔 ピーナッツ〕、カシューナッツ、クルミ、キウイフルーツ、

やまいも） だけ対応希望 

□  完全弁当持参 

□  その他希望する事柄（                                ）  

○  添付書類（ 必須）  

□  学校生活管理指導表（ 食物アレルギー用）【様式２】

（ ただし、「 副食の一部取り除き」 のみを希望する場合は、提出不要）  

□  食物アレルギーの経過申告書【様式４】

○  食物アレルギー対応給食の実施にあたり、下記のことを理解して同意します。 

（ 確認の上、すべての項目にチェックしてく ださい。）  

□  栄養・ 献立面で不足が生じる可能性があること。 

□  不足があれば、一部弁当持参が必要な場合があること。 

□  １食のうち一部（ 牛乳を除く ） でも喫食する場合は、給食費の減額の対象にはならないこと。 

□  微量混入（ コンタミネーション） の可能性が完全には排除できないこと。 

□  定期的及び必要に応じて、対応内容について学校側と協議する必要があること。 

□  この申請及び給食対応の内容は、学校の全職員に情報が共有されること。 

□  申請内容は審査の結果によりすべて実現するとは限らず、改めて詳細な面談を行った後に決定さ

れること。 

（【様式３－２】の情報は、食物アレルギー対応に限って使用します。）  
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③資料５－ 【様式３－３】

③＜資５－ ＞ 

食物アレルギー対応給食申請書（ 変更・ 辞退用）

提出日     年   月   日 

              学校長 様

保護者氏名                

食物アレルギーによる学校給食での対応の  変更   辞退  について、学校生活管理指導表を添えて、

下記のとおり申請します。 

ふりがな 

児童生徒氏名 
生年月日      年   月   日 

性   別 男  ・   女 年 組        年      組 

住   所 
〒                                    

℡  (        )            

緊急時連絡先 

℡氏名・ 続柄・

氏名 

        （ 続柄     ）  

℡  

携帯 

氏名 

        （ 続柄     ）  

℡  

携帯 

○  学校給食での食物アレルギー対応について（ 変更する項目をチェックしてく ださい。）  

□  →  対応食希望 下記のいずれかをチェックしてく ださい（ 複数可）  

□  □  □  除去食（ 卵、乳製品、ごま）   副食の除去  単品の除去 

  □  副食の一部取り除き（ 配膳された副食から自分で取り除いて食べる）  

□  献立に使われない食品（ ソバ、落花生〔 ピーナッツ〕、カシューナッツ、クルミ、キウイフルーツ、

やまいも） だけ対応希望 

□  完全弁当持参 

□  その他希望する事柄（                                ）  

□  辞退（ 給食で提供される量を家庭で複数回摂取して、発症しないことを確認したので、今後、 

対応する必要はありません）  

○  変更する内容について具体的に記入してく ださい。 

○  食物アレルギー対応給食の実施にあたり、下記のことを理解して同意します。 

（ 確認の上、すべての項目にチェックしてく ださい。辞退する方は記入不要です。）  

□  栄養・ 献立面で不足が生じる可能性があること。 

□  不足があれば、一部弁当持参が必要な場合があること。 

□  １食のうち一部（ 牛乳を除く ） でも喫食する場合は、給食費の減額の対象にはならないこと。 

□  微量混入（ コンタミネーション） の可能性が完全には排除できないこと。 

□  定期的及び必要に応じて、対応内容について学校側と協議する必要があること。 

□  この申請及び給食対応の内容は、学校の全職員に情報が共有されること。 

□  申請内容は審査の結果によりすべて実現するとは限らず、改めて詳細な面談を行った後に決定さ

れること。 

（【様式３－３】の情報は、食物アレルギー対応に限って使用します。）  
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資料６ 【様式４】

＜資料６＞ 

食物アレルギーの経過報告書 
申 告 日     年  月  日 

                学校長 様 

児童生徒氏名                    生年月日     年  月  日 

保護者氏名                  

１  本児童生徒の食物アレルギーへの給食対応を申請するにあたり、 これまでに経験したアレル

ギーの経過を以下のように報告します。  

（ 該当箇所をチェックしてく ださい。）  

アレルギー物質 摂取時に経験した症状 

□  卵 

□  乳製品 

□  ごま 

□  その他 

（            ）  

□  発赤、 じんま疹など即時型皮膚症状 

□  湿疹など遅発型皮膚症状 

□  口腔・ 粘膜症状 

□  咳、 喘鳴など呼吸器症状 

□  腹痛、 嘔吐など消化器症状 

□  ショ ック症状 

□  その他（           ）  

症状確認時期        年   月 頃 

□  卵 

□  乳製品 

□  ごま 

□  その他 

（            ）  

□  発赤、発じんま疹など即時型皮膚症状 

□  湿疹など遅発型皮膚症状 

□  口腔・ 粘膜症状 

□  咳、 喘鳴など呼吸器症状 

□  腹痛、 嘔吐など消化器症状 

□  ショ ック症状 

□  その他（           ）  

症状確認時期        年   月 頃 

□  卵 

□  乳製品 

□  ごま 

□  その他 

（            ）  

□  発赤、じんま疹など即時型皮膚症状 

□  湿疹など遅発型皮膚症状 

□  口腔・ 粘膜症状 

□  咳、 喘鳴など呼吸器症状 

□  腹痛、 嘔吐など消化器症状 

□  ショ ック症状 

□  その他（           ）  

症状確認時期        年   月 頃 

 □  裏面に追加項目の記載あり 

２  食物アレルギーのために受診している医療機関 

医療機関名                     医師名             

（ 確認の上、 すべての項目にチェックしてく ださい。）  

□  この申告書は、 上記医師の確認を受けています。  

□  上記医療機関には（ およそ     か月ごと・ 年1回以上・ 必要時）に受診しています。  

□  最後に受診した年月日は（          年   月  日）   

□  緊急時に使用するため、 下記の薬剤を処方されています。   

□  飲み薬※  □  吸入薬※  □  アドレナリン自己注射薬（「 エピペン □  」）  処方なし 

※  薬品名（                   ）  

□  必要があれば、 診療情報を照会することを了承します。  
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資料６ 【様式４】

＜資料６＞ 

アレルギー物質 摂取時に経験した症状 

□  卵 

□  乳製品 

□  ごま 

□  その他 

（            ）  

□  発赤、 じんま疹など即時型皮膚症状 

□  湿疹など遅発型皮膚症状 

□  口腔・ 粘膜症状 

□  咳、 喘鳴など呼吸器症状 

□  腹痛、 嘔吐など消化器症状 

□  ショ ック症状 

□  その他（           ）  

症状確認時期        年   月 頃 

□  卵 

□  乳製品 

□  ごま 

□  その他 

（           ）  

□  発赤、 じんま疹など即時型皮膚症状 

□  湿疹など遅発型皮膚症状 

□  口腔・ 粘膜症状 

□  咳、 喘鳴など呼吸器症状 

□  腹痛、 嘔吐など消化器症状 

□  ショ ック症状 

□  その他（           ）  

症状確認時期        年   月 頃 

□  卵 

□  乳製品 

□  ごま 

□  その他 

（           ）  

□  発赤、 じんま疹など即時型皮膚症状 

□  湿疹など遅発型皮膚症状 

□  口腔・ 粘膜症状 

□  咳、 喘鳴など呼吸器症状 

□  腹痛、 嘔吐など消化器症状 

□  ショ ック症状 

□  その他（           ）  

症状確認時期        年   月 頃 

□  卵 

□  乳製品 

□  ごま 

□  その他 

（          ）  

□  発赤、 じんま疹など即時型皮膚症状 

□  湿疹など遅発型皮膚症状 

□  口腔・ 粘膜症状 

□  咳、 喘鳴など呼吸器症状 

□  腹痛、 嘔吐など消化器症状 

□  ショ ック症状 

□  その他（           ）  

症状確認時期        年   月 頃 

３  その他特記事項 
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面談記録表（兼個人調査表）

年 組 氏名 性別 男　・　女

診断
根拠

希望する除去
のレベル

摂取時に経
験した症状

1 　 　　年　　 月頃

2 　 　　年　　 月頃

3 　 　　年　　 月頃

4 　 　　年　　 月頃

5 　 　　年　　 月頃

6 　 　　年　　 月頃

7 　 　　年　　 月頃

8 　 　　年　　 月頃

9 　 　　年　　 月頃

10 　 　　年　　 月頃

①

②

③

④

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

過去の
発作事例

と症状

　　      　　年　　月（　　歳）頃、原因食物（　　　　　　　　）、食後（　　　　）分、ショック症状（有・ 無）

　　     　 　年　　月（　　歳）頃、原因食物（　　　　　　　　）、食後（　　　　）分、ショック症状（有・ 無）

　　      　　年　　月（　　歳）頃、原因食物（　　　　　　　　）、食後（　　　　）分、ショック症状（有・ 無）

（面談実施日　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日）

保護者氏名（　　　　　　　　　　　　  　　　　　　）　自宅電話（　　　　　　　　　　　　　　）　携帯（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

① ②緊急連絡先の名称・番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

主治医（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師）、電話（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アレルギー物質 　具 体 的 な 食 品 名 等　

　下の番号を記入

症状確認時期

生年月日
　      　　　年　　　　月　　　　 日

出席者 ：保護者(　 　　　）､ 児童､ 担任（　　　　）､  校長､  教頭､  教務､  養護教諭､  栄養教諭・学校栄養職員、 調理員、（　　　　）

小麦

ソバ

ナッツ類

卵

乳

ごま

診
断
根
拠

 明らかな症状の既往

 食物経口負荷試験陽性

 未摂取

甲殻類（エビ・カニ）

果物類

 IgE抗体など検査試験結果が陽性

摂
取
時
に
経
験
し
た
症
状

 発赤、じんま疹など即時型皮膚症状

 湿疹など遅発型皮膚症状

 口腔・粘膜症状

 咳、喘鳴など呼吸器症状

 腹痛、嘔吐など消化器症状

 ショック症状

 その他

希
望
す
る
除
去
レ
ベ
ル

 完全除去

調味料・だし・添加物の除去

注意喚起表示のある食品の除去

アレルギー物質を調理した揚げ油の使用不可

除去食・単品の除去・副食の除去

 その他

本人による副食の一部取り除き

＜資７＞
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内服薬

吸入薬

外用薬

注射薬

確 認 事 項

その他

発
作
時
の
対
応

（
養
護
教
諭
と
要
相
談
）

発作時の
対応手順

治
療
薬

　薬名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　学校に携帯希望　　　する　　・　　しない
　管理方法　・　投与方法（　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　薬名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　学校に携帯希望　　　する　　・　　しない
　管理方法　・　投与方法（　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 除去食

　薬名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　学校に携帯希望　　　する　　・　　しない
　管理方法　・　投与方法（　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　薬名（「エピペン 」 　　　　　 　　　　　　　）　　学校に携帯希望　　　する　　・　　しない
　管理方法　・　投与方法（　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

運　動
　食事と運動の関連　（　有　・　無　）

　運動や課外活動時の留意点（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 給食停止

 その他

 連絡方法
調理場用献立表 （　要　・　不要　）　　　　　

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他確認事項
（学校生活管理指導表

の領収証・事故防止のた
めの工夫・児童生徒本

人への指導等）

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
給
食
希
望

除 去 対 応 面 談 で 確 認 し た 内 容

 完全弁当持参

 副食の除去

 単品の除去

 副食の
 一部取り除き

学
校
生
活
上
の
留
意
点

 その他給食
 （給食当番・給食エプ
　 ロ ン・清掃活動等）

 食物を扱う授業・活動

 校外学習
 宿泊を伴う校外活動

 その他の配慮事項

＜資７＞
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月 日 （ ）

月 日 （ ）

月 日 （ ）

月 日 （ ）

 除去食 □ □ □ □ □ □卵　　　 乳製品　　　　 ごま 卵　　 乳製品　　 ごま

 副食の除去

 完全弁当
 持参

 給食停止 弁当持参　・　米飯停止　・　パン停止　・　めん停止 弁当持参・米飯停止・パン停止・めん停止

＜学校給食における対応決定事項＞

決定（　　　年　　　　月　　　　日） 変更（　　　　年　　　月　　　日）

＜面談後の経過等＞

 その他

 単品の除去

 副食の一部
 取り除き

＜資７＞



面談記録表（ 兼個人調査表）

学年・ 組 １年  組 ２年  組 ３年  組 ４ 年  組 ５年  組 ６年  組

担任名

児童生徒名 性別 男 ・ 女
生年月日

年  月  日

保護者名
自宅
電話番号

他のアレル

ギー症状
喘息  アト ピー性皮膚炎  結膜炎  鼻炎  その他（           ）

緊急連絡先

①名称等

名称 電話番号 続柄及び名前

緊急連絡先

②名称等

名称 電話番号 続柄及び名前

緊急連絡先

③名称等

名称 電話番号 続柄及び名前

主治医及び

連絡先

病院名 医師名 電話番号

面談実施日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

面談出席者

保護者（  ）

子ども

校長

教頭

教務主任

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

給食主任

調理員

保護者（  ）

子ども

校長

教頭

教務主任

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

給食主任

調理員

保護者（  ）

子ども

校長

教頭

教務主任

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

給食主任

調理員

保護者（  ）

子ども

校長

教頭

教務主任

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

給食主任

調理員

保護者（  ）

子ども

校長

教頭

教務主任

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

給食主任

調理員

保護者（  ）

子ども

校長

教頭

教務主任

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

給食主任

調理員



１

年

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

対

応

給

食

面談で確認した内容 学校給食における対応決定事項

完全弁当持参

給食停止 米飯停止  パン停止  めん停止

除去食 □ □ □卵  乳製品  ごま

副食の除去

単品の除去

副食の一部取り除き

その他

連絡方法
調理場用献立

要 ・  不要

２

年

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

対

応

給

食

面談で確認した内容 学校給食における対応決定事項

完全弁当持参

給食停止 米飯停止  パン停止  めん停止

除去食 □ □ □卵  乳製品  ごま

副食の除去

単品の除去

副食の一部取り除き

その他

連絡方法
調理場用献立

要 ・  不要



３

年

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

対

応

給

食

面談で確認した内容 学校給食における対応決定事項

完全弁当持参

給食停止 米飯停止  パン停止  めん停止

除去食 □ □ □卵  乳製品  ごま

副食の除去

単品の除去

副食の一部取り除き

その他

連絡方法
調理場用献立

要 ・  不要

４

年

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

対

応

給

食

面談で確認した内容 学校給食における対応決定事項

完全弁当持参

給食停止 米飯停止  パン停止  めん停止

除去食 □ □ □卵  乳製品  ごま

副食の除去

単品の除去

副食の一部取り除き

その他

連絡方法
調理場用献立

要 ・  不要



５

年

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

対

応

給

食

面談で確認した内容 学校給食における対応決定事項

完全弁当持参

給食停止 米飯停止  パン停止  めん停止

除去食 □ □ □卵  乳製品  ごま

副食の除去

単品の除去

副食の一部取り除き

その他

連絡方法
調理場用献立

要 ・  不要

６

年

食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

対

応

給

食

面談で確認した内容 学校給食における対応決定事項

完全弁当持参

給食停止 米飯停止  パン停止  めん停止

除去食 □ 卵  □ □乳製品  ごま

副食の除去

単品の除去

副食の一部取り除き

その他

連絡方法
調理場用献立

要 ・  不要



資料８
[ Ｐ7 8 9 13 14 26 資料３ ]

食物アレルギーのある児童生徒が在籍する学校用
【様式５】

チェック欄
※ 〇を付けてください。

1 「食物アレルギー対応委員会」が設置されているか。

2
食物アレルギーのある児童生徒を確認し、学校生活管理指導表に基づき適
切に給食対応が決定されているか。

3 対応委員会で確認された方針に従って、対応給食が実施されているか。

4 対応委員会において、定期的に対応状況の評価や見直しを行っているか。

1
食物アレルギー対応マニュアルを作成し、内容について全職員に周知されて
いるか。

1
校長は、食物アレルギーに関する校内研修を計画的に行っているか。
※ 予定を含む （予定：　　　　月）

2
担任は、自分の担任する児童生徒のアレルギー状況と、対応方法について
理解しているか。

3
担任は、他の児童生徒が食物アレルギーについて正しく理解できるように学
級全体に指導しているか。

4
担任は、学級朝の会時や給食喫食前の挨拶時に、食物アレルギー対応を確
認しているか。

5 養護教諭等は、対応が必要な児童生徒の一覧表を作成しているか。

6
栄養教諭等は、調理現場の安全、衛生管理を行い、微量混入（コンタミネー
ション）防止対策を講じているか。

7
栄養教諭等は、対応内容が明らかになるように、確認表や表示等を作成して
確実に運用できているか。

1
緊急時（アナフィラキシー発症時）の対応について、教職員の役割分担等校
内体制は整備されているか。

2
緊急時対応の流れについて、全教職員がその重要性を理解し確実に把握し
ているか。

3
緊急時に備え、「アレルギー緊急時対応マニュアル」を全教職員が適切に保
管できているか。

（教職員の役割）

（緊急時の対応）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区番（　　　　　）校番（　　　　　）

　　年　　　月　　　日

名古屋市教育委員会 様

名古屋市立　　　　　　　　　　学校長

※ 　各内容ごと、「している」「できている」場合、チェック欄に 〇 を付けてください。

※ 　（教職員の役割）１の校内研修について、これから実施する場合は、実施予定月を記入してください。

「食物アレルギー対応」チェックリスト

内　　　容

（食物アレルギー対応委員会）

（食物アレルギー対応マニュアル）

＜資８＞



資料８
[ Ｐ7 8 9 13 14 26 資料３ ]

食物アレルギーのある児童生徒が在籍しない学校用
【様式５】

チェック欄
※ 〇を付けてください。

1 「食物アレルギー対応委員会」が設置されているか。

2
食物アレルギーのある児童生徒を確認し、学校生活管理指導表に基づき適
切に給食対応が決定されているか。

3 対応委員会で確認された方針に従って、対応給食が実施されているか。

4 対応委員会において、定期的に対応状況の評価や見直しを行っているか。

1
食物アレルギー対応マニュアルを作成し、内容について全職員に周知されて
いるか。

1
校長は、食物アレルギーに関する校内研修を計画的に行っているか。
※ 予定を含む （予定：　　　　月）

2
担任は、自分の担任する児童生徒のアレルギー状況と、対応方法について
理解しているか。

3
担任は、他の児童生徒が食物アレルギーについて正しく理解できるように学
級全体に指導しているか。

4 養護教諭等は、対応が必要な児童生徒の一覧表を作成しているか。

5
栄養教諭等は、調理現場の安全、衛生管理を行い、微量混入（コンタミネー
ション）防止対策を講じているか。

6
栄養教諭等は、対応内容が明らかになるように、確認表や表示等を作成して
確実に運用できているか。

1
緊急時（アナフィラキシー発症時）の対応について、教職員の役割分担等校
内体制は整備されているか。

2
緊急時対応の流れについて、全教職員がその重要性を理解し確実に把握し
ているか。

3
緊急時に備え、「アレルギー緊急時対応マニュアル」を全教職員が適切に保
管できているか。

（教職員の役割）

（緊急時の対応）

「食物アレルギー対応」チェックリスト

※ 　各内容ごと、「している」「できている」場合、チェック欄に 〇 を付けてください。

※ 　（教職員の役割）１の校内研修について、これから実施する場合は、実施予定月を記入してください。

内　　　容

（食物アレルギー対応委員会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区番（　　　　　）校番（　　　　　）

　　年　　　月　　　日

名古屋市教育委員会 様

名古屋市立　　　　　　　　　　学校長

（食物アレルギー対応マニュアル）

＜資８＞



[ Ｐ9 ]

資料９ 【様式６】

＜資９＞ 

学校保健課長様

食物アレルギー対応に係る事故報告書

学校名    校長名

事故発生日時      年  月  日（   ）    時   分

事故発生場所 

（ ふりがな）  

該当児童生徒名 

年  組 氏名（           ） 性別（  男 ・  女 ）

「 エピペン 」 処方 （  有 ・  無 ）

アレルギー物質 
（ 原因となった献立名）

事故の詳細 

〇前日までの経過 
・ 面談での確認事項等 

〇当日 
・ 保護者との確認事項 

 と確認方法 

・ 学校での確認事項と 

確認方法 

・ 症状 

・ 服薬の有無 

・「 エピペン 」 使用の 

有無 

・ 受診の有無 

・ 救急搬送の有無 

・ 保護者への連絡内容 

と対応

事故の原因 

今後の対策 



[ Ｐ9 ]

資料９ 【様式６】

＜資９＞ 

学校保健課長様

食物アレルギー対応に係る事故報告書

学校名  ○ ○ ○ ○ 学校   校長名   ○ ○ ○ ○

事故発生日時 ○令和 年○ 月○ 日○ 時○ ○ 分 

事故発生場所 １年１ 組教室 

（ ふりがな）  

該当児童生徒名 

○  ○  ○  ○   １ 年１ 組 氏名（  ） 性別（ ○男・ 女）  

「 エピペン 」 処方 （  有 ・  ○無 ）  

アレルギー物質 
（ 原因となった献立名）

乳（ コーンスープ）  

事故の詳細 

〇前日までの経過 
・ 面談での確認事項等 

〇当日 
・ 保護者との確認事項 

 と確認方法 

・ 学校での確認事項と 

確認方法 

・ 症状 

・ 服薬の有無 

・「 エピペン 」 使用の 

有無 

・ 受診の有無 

・ 救急搬送の有無 

・ 保護者への連絡内容 

と対応

13: 40 ５ 時間目の開始時、 乳アレルギーのある本児は、 体がかゆ

いと学級担任に申し出た。その際、学級担任が給食献立を確認した

ところ、 本児はバターが含まれるコーンスープは食べられないた

め、家庭から代わりのスープを持参していたことが分かった。しか

し、机上に出すことを忘れていたため、給食当番は乳入りのコーン

スープを配膳してしまい、 本児はそのまま食べてしまっていた。  

13: 45 学級担任が本児を保健室に連れて行き、 養護教諭が確認し

たところ、全身にじんましんが出ていることが分かり、持参してい

る薬を飲ませるとともに、 保護者に連絡をした。  

14: 50 保健室で安静にしていたところ幸い症状は治まり、 保護者

の付き添いで下校した。 受診はしていない。  

事故の原因 

 学級担任は職員打ち合わせで、本児が弁当を持参することを聞い

ていたが、給食時間になったときには忘れており、本児と会食前に

本日のアレルギー対応を確認していなかった。  

今後の対策 

○  教頭は、職員朝の打ち合わせで、本日の食物アレルギー対応に

ついて、教室での対応も含めて該当児童名を伝達し、該当する学

級担任に目印となる三角タワーを渡す。  

○  学級担任は、学級保管してある個別の対応を記した献立表を確

認し、学級での朝の会で、本日の食物アレルギー対応を学級全体

に伝え、 目印の三角タワーを配膳台に置く 。  

○  学級担任は、 該当児童が弁当を持参していることを確認する。

○  学級担任は、給食時間になったら、該当児童の机上に三角タワ

ーを置く 。  

○  学級担任は、配膳の始めに該当児童に指示をして机上に持参し

た弁当を置かせる。  

○  学級担任は、配膳の始めに給食当番に指示をして、食べられな

い献立の空の食器を該当児童の机上に置かせ誤配膳を防止する。

○  学級担任は、食前のあいさつの際、配膳の間違いがないか確認

して会食を開始する。  



[ Ｐ14 26～37 資料9 ]

＜資10＞ 

資料1 0

   年   月   日 

学校保健課長 あて 

                              学校( 園) 長 

アド レナリ ン自己注射薬の持参について（ 報告）

 アド レナリ ン自己注射薬の学校への持参について、 保護者より 申し 出があり

まし たので、 下記のと おり 報告し ます。  

記 

Ｎ ｏ ．  該当児童生徒の学年および性別 

１      学年 男 ・  女 

２      学年 男 ・  女 

３      学年 男 ・  女 

４      学年 男 ・  女 

５      学年 男 ・  女 

※   報告日以降に、 保護者から の申し 出があれば、 その都度ご報告く ださ い。 

学 校 番 号 

 ※  「 アド レナリ ン自己注射薬の持参について（ 報告）」 は、「 学校保健の手引」 にも 掲載 

し ています。  


